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一
　
序
　
論（

1
）

　
競
争
法
は
市
場
に
お
け
る
競
争
の
確
保
・
促
進
を
目
的
と
す（
2
）る。
事
業
者
は
様
々
な
経
済
活
動
を
展
開
す
る
が
、
な
か
で
も
企
業
結（
3
）合

は
、
事
業
者
間
の
結
合
関
係
が
形
成
・
維
持
・
強
化
さ
れ
、「
市
場
構
造
が
非
競
争
的
に
変
化
し
て
、
当
事
会
社
が
単
独
で
又
は
他
の
会

社
と
協
調
的
行
動
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
程
度
自
由
に
価
格
、
品
質
、
数
量
、
そ
の
他
各
般
の
条
件
を
左
右
す
る
こ
と
が
で
き
る

状
態
が
容
易
に
現
出
し
得
る
と
み
ら
れ
る
場
合
に
は
、
一
定
の
取
引
分
野
に
お
け
る
競
争
を
実
質
的
に
制
限
す
る
こ
と
と
な
り
、
禁
止
さ

れ（
4
）る」。
こ
の
単
独
効
果
あ
る
い
は
協
調
効（
5
）果の
よ
う
な
競
争
法
上
の
懸
念
を
企
業
結
合
が
も
た
ら
す
場
合
、
規
制
当
局
は
競
争
法
に
基

づ
き
事
前
に
規
制
を
施
す
。

　
国
際
的
な
事
業
者
間
の
競
争
が
熾
烈
を
極
め
る
今
日
、
市
場
に
お
け
る
競
争
の
過
程
を
経
て
、
あ
る
事
業
者
が
破
綻
状
態
に
陥
る
よ
う

な
こ
と
が
当
然
起
こ
り
得
る
。
こ
れ
は
、
競
争
法
上
の
規
制
が
正
常
に
機
能
し
て
い
る
限
り
、
正
常
な
競
争
の
結
果
と
評
価
し
得（
6
）る。
他

方
、
事
業
者
の
破
綻
を
原
因
と
し
て
、
当
該
事
業
者
が
市
場
か
ら
退
出
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
れ
に
伴
い
市
場
か
ら
当
該
事
業
者
の
保

有
し
て
い
た
資
産
が
不
可
避
的
に
流（
7
）出す
る
と
い
う
結
果
が
想
定
さ
れ
得
る
。
こ
れ
ら
の
結
果
は
、
市
場
に
お
け
る
競
争
の
減
少
を
も
た

ら
す
お
そ
れ
が
あ
り
、
当
該
減
少
を
可
能
な
限
り
食
い
止
め
る
た
め
の
工
夫
が
競
争
法
上
求
め
ら
れ
得
る
。
こ
の
と
き
、
破
綻
状
態
に

陥
っ
た
事
業
者
の
市
場
か
ら
の
退
出
も
し
く
は
存
置
の
是
非
、
そ
し
て
、
事
業
者
の
競
争
力
の
源
泉
た
る
資
産
の
市
場
か
ら
の
流
出
も
し

く
は
存
置
の
是（
8
）非が

問
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
市
場
か
ら
の
事
業
者
の
退
出
な
ら
び
に
同
事
業
者
の
保
有
し
て
い
た
資
産
の
流
出
は
、
と

き
に
競
争
を
促
進
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
将
来
期
待
さ
れ
る
競
争
を
失
わ
せ
る
場
合
も
存
在
す
る
た
め
で
あ
る
。
本
来
、
正
常
な
競
争
に

よ
っ
て
生
じ
る
不
利
益
の
一
切
は
公
正
か
つ
自
由
な
競
争
の
帰
結
と
し
て
受
忍
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
看
過
で
き
な
い

規
模
で
あ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
他
の
事
業
者
に
よ
る
破
綻
会
社
の
退
出
阻
止
お
よ
び
当
該
破
綻
会
社
の
有
す
る
資
産
の
流
出
阻
止
が
求
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め
ら
れ
る
旨
を
先
例
は
示
唆
し
て
い（
9
）る。
た
だ
、
そ
の
必
要
性
の
み
を
理
由
に
破
綻
会
社
を
救
済
す
る
よ
う
な
企
業
結
合
が
す
べ
て
正
当

化
さ
れ
れ
ば
市
場
に
お
け
る
競
争
は
か
え
っ
て
阻
害
さ
れ
か
ね
な
い
。
こ
の
よ
う
な
弊
害
を
抑
制
す
べ
く
用
意
さ
れ
た
の
が
「
救
）
10
（

済
」
的

な
企
業
結
合
の
例
外
的
な
正
当
化
に
際
す
る
法
的
評
価
の
た
め
の
判
断
枠
組
で
あ
り
、
同
正
当
化
は
あ
く
ま
で
例
外
と
さ
れ
て
き
）
11
（
た
。
か

か
る
企
業
結
合
の
例
外
的
な
正
当
化
に
際
し
て
は
、
競
争
法
上
、
特
に
慎
重
な
考
慮
が
求
め
ら
れ
、
日
米
欧
等
の
規
制
当
局
は
そ
の
特
に

慎
重
な
考
慮
を
期
す
べ
く
指
針
に
様
々
な
考
慮
要
素
を
列
記
し
た
。
そ
れ
ら
が
特
に
問
題
と
な
る
の
が
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
を

議
論
の
俎
上
に
の
せ
る
場
合
で
あ
る
。

　
同
抗
弁
は
、
市
場
に
お
け
る
競
争
の
減
少
を
可
能
な
限
り
抑
制
す
る
と
法
的
に
評
価
で
き
る
企
業
結
合
を
、
た
と
え
一
度
は
競
争
法
上

の
懸
念
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
で
も
、
例
外
的
に
正
当
化
す
る
。
そ
の
旨
を
端
的
に
示
す
資
料
の
主
な
例
に
、
Ｅ
Ｕ
競
争
法
上
の
破

綻
会
社
の
抗
弁
に
つ
き
定
め
た
、
同
法
に
お
け
る
企
業
結
）
12
（
合
規
制
の
根
拠
た
る
二
〇
〇
四
年
理
事
会
規
則
第
一
三
九
）
13
（
号
の
運
用
指
針
、
二

〇
〇
四
年
水
平
型
企
業
結
合
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
以
下
、
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
）
14
（
ン
）
が
あ
る
。
同
パ
ラ
グ
ラ
フ
八
九
な
い
し
九
一
に
示
さ
れ
た
破

綻
会
社
の
抗
弁
に
係
る
先
例
で
は
、
事
業
者
の
退
出
や
資
産
の
流
出
を
阻
止
す
る
よ
う
な
企
業
結
合
が
、
や
は
り
競
争
法
上
の
懸
念
の
存

在
が
一
度
は
認
め
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
数
件
ほ
ど
例
外
的
に
正
当
化
さ
れ
て
き
）
15
（
た
。
近
時
で
は
、
同
部
分
の
法
的
枠
組

を
借
り
、
事
業
者
が
破
綻
状
態
に
至
ら
ず
と
も
、
資
産
の
不
可
避
的
な
流
出
が
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
当
該
流
出
が
特
定
の
財
ま
た
は
サ
ー

ビ
ス
に
つ
き
懸
念
す
べ
き
規
模
の
価
格
上
昇
を
惹
起
す
る
よ
う
な
場
合
に
予
見
さ
れ
る
弊
害
の
発
生
を
阻
止
す
る
と
い
う
理
由
で
企
業
結

合
が
例
外
的
に
正
当
化
さ
れ
る
等
し
て
い
）
16
（

る
。

　
た
だ
、
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
そ
の
運
用
に
関
す
る
法
的
枠
組
が
議
論
さ
れ
る
一
方
で
、
何
故
同
抗
弁
が
競
争
法
上
の
懸
念
の

存
在
が
一
度
は
認
定
さ
れ
た
企
業
結
合
を
例
外
的
に
正
当
化
す
る
こ
と
と
な
る
の
か
に
つ
い
て
の
議
論
が
さ
ほ
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
の
で

は
な
い
か
と
い
う
感
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
わ
が
国
の
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
改
定
に
関
す
る
気
運
が
高
ま
る
昨
）
17
（

今
で
は
「
欧
米
の
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
と
の
国
際
的
整
合
性
を
踏
ま
）
18
（
え
」
日
米
欧
等
に
お
け
る
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
関
し
て
比
較
し
な
が
ら
議
論
し
、
わ
が
国
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の
同
抗
弁
の
運
用
等
に
残
さ
れ
た
課
題
が
存
在
し
な
い
か
に
つ
き
考
察
す
る
研
究
が
喫
緊
の
課
題
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
は
、
こ
の
よ
う

な
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
そ
の
正
当
化
根
拠
そ
れ
自
体
に
つ
き
と
く
に
Ｅ
Ｕ
競
争
法
に
主
眼
を
据
え
、
欧
米
の
先
例
等
や
知
見
お
よ
び
わ

が
国
の
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
文
言
等
を
参
照
し
つ
つ
考
察
し
、
諸
論
点
の
総
括
と
再
考
、
残
さ
れ
た
課
題
の
有
無
の
確
認
、
当
該
課
題

に
つ
き
可
能
な
限
り
の
議
論
の
展
開
を
試
み
る
。
こ
れ
ら
の
作
業
を
通
じ
て
日
米
欧
に
お
け
る
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
を
比
較
し

て
検
討
す
る
た
め
の
視
座
を
形
成
す
る
と
共
に
、
今
後
の
議
論
の
一
助
と
な
る
よ
う
な
研
究
成
果
の
提
示
を
目
指
す
。
同
考
察
の
過
程
で

競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用
に
よ
る
企
業
結
合
の
例
外
的
な
正
当
化
と
い
う
例
外
に
ま
つ
わ
る
不
透
明
な
部
）
19
（
分
を
可
能
な
限
り
解

明
す
る
こ
と
が
同
例
外
の
過
度
な
拡
大
の
抑
止
に
寄
与
し
、
同
抗
弁
に
関
す
る
法
的
枠
組
の
精
緻
化
お
よ
び
運
用
の
透
明
化
、
な
ら
び
に
、

国
際
的
な
整
合
性
の
担
保
に
資
す
る
と
考
え
る
。

二
　
運
用
上
問
題
と
な
る
正
当
化
根
拠
に
対
す
る
考
察

　
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
そ
の
正
当
化
根
拠
の
解
明
に
関
す
る
研
究
は
、
数
多
の
正
当
化
根
拠
が
複
雑
に
絡
み
合
う
先
例
や
議
論

を
紐
解
い
て
か
ら
行
う
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
章
以
下
で
は
、
運
用
上
問
題
と
さ
れ
る
、
も
し
く
は
、
問
題
と
な
り
得
る
そ
れ
ら
に

つ
き
総
括
と
再
考
を
施
す
。
具
体
的
に
は
、
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
パ
ラ
グ
ラ
フ
八
九
に
明
記
さ
れ
た
要
件
お
よ
び
基
準
、
同
パ
ラ
グ
ラ
フ

九
〇
に
明
記
さ
れ
た
過
去
に
は
要
件
で
あ
っ
た
も
の
の
現
在
で
は
基
本
要
件
充
足
有
無
を
確
認
す
る
た
め
の
特
に
関
連
す
る
三
つ
の
基
準

の
一
つ
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
基
準
、
こ
れ
ま
で
先
例
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
た
考
慮
要
素
、
そ
し
て
、
こ
れ
ら
を
総
合
し
て
検

討
し
た
際
に
浮
上
す
る
理
論
的
に
問
題
と
さ
れ
得
る
正
当
化
根
拠
に
つ
き
、
特
に
Ｅ
Ｕ
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
が
問
題
と
な
っ
た

事
例
等
を
参
照
し
な
が
ら
順
次
抽
出
し
、
同
抗
弁
に
よ
る
企
業
結
合
の
例
外
的
な
正
当
化
の
根
拠
を
探
求
す
る
。
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㈠
　
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
明
記
さ
れ
た
要
件

　
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
パ
ラ
グ
ラ
フ
八
九
に
は
、「
委
員
会
は
、
本
来
な
ら
問
題
の
あ
る
企
業
結
合
に
つ
い
て
、
当
事
会
社
の
う
ち
の
一

社
が
破
綻
企
業
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
企
業
結
合
が
共
通
市
場
と
両
立
す
る
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
一
文
）。
基
本
的
な
要

件
は
、
当
該
企
業
結
合
後
の
競
争
構
造
の
悪
化
が
、
当
該
企
業
結
合
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
（
第
二
文
）。

そ
れ
は
、
当
該
企
業
結
合
が
な
く
て
も
、
市
場
の
競
争
構
造
が
、
少
な
く
と
も
同
程
度
に
悪
化
す
る
場
合
で
あ
る
（
第
三
）
20
（

文
）」（
カ
ッ
コ

内
筆
者
）
と
あ
）
21
（

る
。
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用
に
よ
る
企
業
結
合
の
例
外
的
な
正
当
化
が
、
基
本
的
に
は
中
立
的
効
果

（neutral effe

）
22
（cts

）
お
よ
び
因
果
関
係
の
有
無
を
理
由
と
し
た
正
当
化
で
あ
る
と
す
る
理
解
は
、
わ
が
国
で
は
一
般
的
な
も
の
と
言
い
）
23
（
得
、

Ｅ
Ｕ
競
争
法
に
関
し
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
よ
）
24
（

う
。
企
業
結
合
の
存
否
に
か
か
わ
ら
ず
同
程
度
市
場
に
お
け
る
競
争
が
減
少
す
る
た
め

回
復
す
べ
き
失
わ
れ
る
競
争
が
存
在
し
な
い
と
評
価
で
き
る
場
合
、
す
な
わ
ち
、
当
該
企
業
結
合
が
競
争
に
対
し
て
中
立
的
効
果
を
有
す

る
と
評
価
で
き
る
よ
う
な
場
合
、
当
該
行
為
と
競
争
法
上
の
懸
念
と
い
う
結
果
と
の
間
の
因
果
関
係
は
否
定
さ
れ
る
と
い
う
理
解
そ
れ
自

体
は
妥
当
と
考
え
ら
れ
、
か
か
る
事
情
が
当
該
企
業
結
合
に
つ
き
確
認
で
き
る
か
は
、
主
に
、
後
述
す
る
反
実
仮
想
分
析
に
基
づ
く
判
断

に
よ
り
保
た
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
）
25
（
る
。

㈡
　
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
明
記
さ
れ
た
基

）
26
（準

1　

破
綻
状
態
の
認
定

　
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
パ
ラ
グ
ラ
フ
九
〇
第
二
文
に
は
、「
破
綻
企
業
で
あ
る
と
主
張
す
る
会
社
が
、
他
の
事
業
者
に
よ
っ
て
買
収
さ
れ

な
い
限
り
、
経
営
状
況
の
悪
化
に
よ
っ
て
、
近
い
将
来
に
市
場
か
ら
の
退
出
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
）
27
（

と
」
と
あ
る
。
こ
の
破
綻
状
）
28
（

態
の
認

定
は
、
運
用
の
都
合
上
、
緩
や
か
に
な
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
指
摘
も
存
在
す
る
。
実
際
、
破
綻
会
社
の
抗
弁
と
破
綻
部
門
の
抗
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弁
と
の
間
に
あ
る
破
綻
状
態
の
認
定
の
差
異
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
に
お
い
て
、
欧
州
委
員
会
は
、
破
綻
状
態
の
認
定
が
両
抗
弁
の
間
で

変
わ
ら
な
い
旨
を
示
唆
し
て
い
）
29
（

る
。
こ
の
懸
念
に
対
し
て
、
例
え
ば
、
遠
藤
（
一
九
七
八
）
は
、
緩
慢
な
同
基
準
の
充
足
が
即
座
に
破
綻

会
社
の
抗
弁
の
徒
な
適
用
を
招
く
お
そ
れ
を
前
提
と
し
て
、
第
二
基
準
す
な
わ
ち
競
争
法
上
の
Ｌ
Ｒ
Ａ
に
係
る
考
慮
を
厳
格
に
行
う
こ
と

で
そ
の
よ
う
な
事
態
を
回
避
す
べ
き
旨
を
示
唆
し
て
い
）
30
（
る
。
こ
の
点
、
特
定
の
計
算
式
に
依
拠
し
て
倒
産
可
能
性
を
予
測
す
る
と
い
う
議

論
も
存
）
31
（

在
す
る
が
、
特
定
の
計
算
式
の
み
に
依
拠
し
て
第
一
基
準
の
充
足
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
時
点
に
お
い
て
困
難
と
言
わ
ざ

る
を
得
ず
、
多
角
的
か
つ
総
合
的
な
考
慮
が
必
要
に
な
る
も
の
と
解
さ
れ
）
32
（
る
。
ま
た
、
わ
が
国
に
お
け
る
近
時
の
先
例
に
お
い
て
、
安
全

性
基
）
33
（

準
の
よ
う
な
具
体
的
な
基
準
が
示
さ
れ
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
そ
し
て
、
帳
簿
上
の
額
面
を
根
拠
と
し
て
外
形
的
に
破
綻
状
態

に
陥
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
み
で
あ
っ
て
実
質
的
に
は
同
状
態
に
陥
っ
て
い
な
い
場
）
34
（
合
、
も
し
く
は
、
今
後
の
成
長
や
そ
れ
に
伴
う

業
績
回
復
の
見
込
み
が
あ
る
場
）
35
（
合
に
は
、
同
基
準
の
充
足
は
否
定
さ
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
な
お
、
本
基
準
の
検
討
過
程
に
お
い
て
明

ら
か
に
な
っ
た
事
実
が
破
綻
状
態
認
定
可
否
を
検
討
す
る
対
象
と
な
る
事
業
者
の
競
争
単
位
と
し
て
の
重
要
性
と
も
関
連
し
得
る
も
の
と

解
さ
れ
）
36
（

る
。

2　

競
争
法
上
の
Ｌ
Ｒ
Ａ
性
の
具
備

　
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
パ
ラ
グ
ラ
フ
九
〇
第
三
文
に
は
、「
当
該
企
業
結
合
よ
り
も
競
争
制
限
的
で
な
い
他
の
買
収
が
な
い
こ
）
37
（
と
」
と
あ

る
が
、
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
そ
の
適
用
に
際
し
て
問
題
と
な
る
企
業
結
合
が
具
備
す
べ
き
競
争
法
上
の
Ｌ
Ｒ
Ａ
性
と
は
、「
反

競
争
性
が
更
に
小
さ
い
代
替
的
手
）
38
（

段
」
と
し
て
の
性
質
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
当
該
企
業
結
合
が
市
場
に
お
け
る
競
争
の
減
少
を
最
小

限
に
抑
制
す
る
唯
一
無
二
の
手
段
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
そ
の
適

用
に
よ
る
企
業
結
合
の
例
外
的
な
正
当
化
に
際
し
て
は
、
中
立
的
効
果
の
有
無
お
よ
び
因
果
関
係
の
有
無
の
認
定
の
過
程
に
お
い
て
、
市

場
か
ら
の
事
業
者
の
退
出
お
よ
び
同
事
業
者
が
保
有
し
て
い
た
資
産
の
不
可
避
的
な
流
出
を
織
り
込
ん
だ
う
え
で
可
能
な
限
り
将
来
の
市
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場
に
お
け
る
競
争
の
減
少
を
抑
制
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
）
39
（
る
。
ま
た
、
仮
に
国
家
補
助
（State A

）
40
（id

）
や
法

律
上
の
再
生
支
援
手
続
）
41
（

等
に
よ
る
救
済
が
考
え
ら
れ
る
場
合
、
か
か
る
手
段
と
比
べ
て
い
ず
れ
が
よ
り
市
場
に
お
け
る
競
争
の
減
少
を
抑

制
す
る
か
に
つ
き
判
断
が
な
さ
れ
よ
う
。
な
お
、
競
合
他
社
に
よ
る
基
準
充
足
に
係
る
妨
害
が
な
さ
れ
る
お
そ
）
42
（
れ
や
独
占
利
潤
を
見
込
ん

で
当
該
利
潤
分
を
差
し
引
い
た
オ
フ
ァ
ー
を
買
い
手
が
な
す
お
そ
）
43
（
れ
に
つ
い
て
も
規
制
当
局
は
配
慮
す
べ
き
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
本
基
準
は
、
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
を
考
え
る
う
え
で
特
に
重
要
と
思
料
さ
れ
）
44
（

る
。
実
際
、
わ
が
国
に
お
け
る
平
成
三
〇
年
度

事
例
）
45
（
７
に
お
い
て
は
、
問
題
と
な
っ
た
企
業
結
合
が
そ
れ
単
体
で
競
争
法
上
の
Ｌ
Ｒ
Ａ
性
を
具
備
し
て
は
い
な
か
っ
た
た
め
、
別
途
競
争

法
上
の
懸
念
を
真
に
解
消
す
る
た
め
の
問
題
解
消
措
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
と
も
読
み
得
）
46
（

る
。

3　

資
産
の
不
可
避
的
な
流
出

　
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
パ
ラ
グ
ラ
フ
九
〇
第
四
文
に
は
、「
当
該
企
業
結
合
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
、
破
綻
企
業
の
資
産
の
市
場
か
ら
の
退

出
が
不
可
避
で
あ
る
こ
）
47
（

と
」
と
あ
る
。
同
判
断
基
準
は
二
〇
〇
一
年
Ｂ
Ａ
Ｓ
Ｆ
事
件
決
定
に
お
い
て
登
場
し
た
と
一
般
的
に
理
解
さ
れ
て

い
）
48
（
る
。
ま
た
、
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
パ
ラ
グ
ラ
フ
九
〇
第
四
文
脚
注
一
一
一
に
は
、「
市
場
か
ら
退
出
し
よ
う
と
し
て
い
る
破
綻
会
社
の

保
有
し
て
い
た
資
産
の
不
可
避
的
な
流
出
に
関
す
る
審
査
は
、
独
占
を
も
た
ら
す
企
業
結
合
が
行
わ
れ
る
よ
う
な
場
合
に
は
特
に
そ
う
だ

が
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
破
綻
会
社
の
有
す
る
市
場
シ
ェ
ア
が
企
業
結
合
を
行
お
う
と
す
る
事
業
者
に
吸
収
さ
れ
る
と
い
う
認
定

が
そ
の
存
在
理
由
を
支
え
て
い
る
と
言
い
得
）
49
（
る
」
と
あ
る
。
近
時
、
同
脚
注
が
運
用
例
に
お
い
て
実
際
に
そ
の
機
能
を
発
揮
し
て
い
る
例

が
散
見
さ
れ
、
例
え
ば
、
二
〇
一
三
年AEG

EAN
/ O
LYM

PIC II
事
件
決
）
50
（

定
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
破
綻
状
態
に
あ
る
と
認
定
さ
れ
た
事

業
者
の
市
場
か
ら
の
退
出
に
伴
い
、
当
該
事
業
者
の
保
有
し
て
い
た
資
産
が
不
可
避
的
に
流
出
す
る
こ
と
の
認
定
は
勿
論
、
実
際
に
当
該

流
出
に
よ
っ
て
発
生
す
る
効
果
も
し
く
は
市
場
に
お
け
る
競
争
に
係
る
変
動
を
も
加
味
し
て
基
本
要
件
た
る
中
立
的
効
果
お
よ
び
因
果
関

係
の
有
無
の
判
断
に
供
す
る
と
い
う
の
が
こ
の
基
準
に
関
す
る
先
例
の
運
用
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
）
51
（

う
。
も
っ
と
も
、
欧
州
に
お
け
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る
運
用
の
変
）
52
（
遷
に
鑑
み
る
と
、
資
産
の
問
題
が
競
争
法
上
の
懸
念
に
関
連
す
る
場
）
53
（
合
は
格
別
、
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
そ
の
適
用

に
際
し
て
同
基
準
が
必
ず
問
題
に
な
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
旨
は
付
言
し
て
お
き
た
）
54
（

い
。
ま
た
、
何
を
「
資
産
（the assets

）」
と
考
え

る
べ
き
か
は
事
件
ご
と
に
異
な
る
事
情
が
問
題
と
な
り
得
る
た
め
、
さ
し
あ
た
り
、
競
争
法
上
の
懸
念
に
関
係
す
る
一
切
の
資
産
と
抽
象

的
に
解
し
て
お
け
ば
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
）
55
（
か
。

　
な
お
、
二
〇
一
三
年N

ynas

事
件
決
定
に
お
い
て
は
、「
当
該
合
併
が
な
け
れ
ば
取
得
さ
れ
る
企
業
の
資
産
が
関
連
市
場
か
ら
速
や
か

に
消
散
し
て
し
ま
う
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
に
よ
る
抗
）
56
（
弁
」
で
あ
る
退
出
資
産
の
抗
弁
に
関
す
る
独
立
し
た
記
載
が
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

に
は
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
事
実
上
、
同
抗
弁
を
適
用
し
た
も
の
と
解
す
る
論
者
が
存
在
す
）
57
（

る
。
仮
に
同
見
解
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、

退
出
資
産
の
抗
弁
適
用
に
際
し
て
も
中
立
的
効
果
も
し
く
は
因
果
関
係
の
有
無
の
検
討
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ

れ
は
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
パ
ラ
グ
ラ
フ
八
九
の
重
要
性
を
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
加
え
て
、
規
制
者
と
被
規
制
者
と
の
間
で

共
通
の
了
解
を
得
ら
れ
な
い
場
合
は
ど
の
よ
う
な
事
件
処
理
が
な
さ
れ
る
べ
き
）
58
（
か
と
い
う
点
は
今
後
も
注
意
し
て
議
論
や
運
用
を
見
守
る

必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

4　

よ
り
良
い
市
場
の
構
造
も
し
く
は
効
果
的
な
競
）
59
（

争
の
実
現
の
た
め
の
反
実
仮
想
分
析

　
前
記
し
た
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
パ
ラ
グ
ラ
フ
八
九
第
二
文
お
よ
び
第
三
文
の
存
在
の
た
め
か
、
規
制
当
局
は
、
競
争
法
上
の
破
綻
会
社

の
抗
弁
そ
の
適
用
可
否
を
検
討
し
終
え
た
後
で
、
念
の
た
め
、
企
業
結
合
を
認
め
た
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
と
で
想
定
さ
れ
る
将
来
の

市
場
に
お
け
る
競
争
の
展
開
の
シ
ナ
リ
オ
を
比
較
検
討
（Com

pari
）
60
（

son
）
す
る
こ
と
が
あ
る
。
本
稿
で
は
そ
の
よ
う
な
考
慮
を
行
う
た
め

の
判
断
基
準
を
、
さ
し
あ
た
り
、
反
実
仮
想
分
析
（Counterfactual analy
）
61
（sis
）
と
位
置
付
け
た
。

　
企
業
結
合
規
制
に
際
し
て
当
該
企
業
結
合
が
競
争
法
上
の
懸
念
を
発
生
さ
せ
る
か
否
か
に
つ
い
て
シ
ナ
リ
）
62
（

オ
別
の
検
討
を
行
う
こ
と
は
、

通
常
、
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
が
問
題
と
な
る
前
の
段
階
で
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
本
節
で
取
り
扱
う
反
実
仮
想
分
析
は
そ
の
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検
討
と
次
元
を
異
に
す
る
旨
を
先
例
は
示
唆
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
二
〇
〇
一
年
Ｂ
Ａ
Ｓ
Ｆ
事
件
決
定
に
お
い
て
は
、
競
争
法
上
の
懸
念

を
認
定
さ
れ
た
企
業
結
合
が
当
時
充
足
を
必
要
と
さ
れ
て
い
た
三
要
件
を
充
足
す
る
旨
確
認
し
た
後
、
別
途
、
欧
州
委
員
会
が
当
該
企
業

結
合
の
市
場
に
も
た
ら
す
効
果
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
い
た
。
そ
の
際
、
欧
州
委
員
会
は
、
懸
念
す
べ
き
規
模
の
商
品
価
格
上
昇
を
防

ぐ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
当
該
企
業
結
合
が
よ
り
良
い
市
場
の
構
造
を
達
成
す
る
も
の
と
評
価
し
て
お
）
63
（
り
、
こ
の
よ
う

な
運
用
が
二
〇
一
三
年
時
点
の
事
件
処
理
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
て
い
）
64
（

る
。
す
な
わ
ち
、
本
節
で
論
じ
て
い
る
反
実
仮
想
分
析
と
は
、
す

で
に
市
場
画
定
と
競
争
評
価
を
終
え
て
、
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用
も
妥
当
と
い
う
結
論
に
ほ
ぼ
至
っ
た
時
点
に
お
い
て
、
破

綻
状
態
に
あ
る
事
業
者
が
保
有
し
て
い
た
資
産
の
不
可
避
的
な
流
出
の
蓋
然
性
や
そ
の
影
響
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
防
い
だ
場
合
に
想
定

さ
れ
る
競
争
的
利
益
も
し
く
は
市
場
成
果
（M

arket Perform
an

）
65
（ce

）
を
よ
り
意
識
し
た
局
面
で
登
場
す
る
競
争
評
価
と
位
置
付
け
ら
れ
得

る
の
で
あ
る
。
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用
が
ほ
ぼ
確
実
と
見
込
ま
れ
る
よ
う
な
場
合
で
も
、
念
の
た
め
、
反
実
仮
想
分
析
を
行

う
と
い
う
こ
と
が
過
度
な
例
外
の
拡
大
防
止
に
寄
与
し
、
失
わ
れ
る
競
争
も
可
能
な
限
り
少
な
く
な
る
と
先
例
は
示
唆
し
た
も
の
と
解
さ

れ
る
。

㈢
　
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
考
慮
要
素

1　

破
綻
状
態
に
あ
る
事
業
者
の
有
し
て
い
た
全
て
の
市
場
シ
ェ
ア
の
吸
収

　
救
済
的
な
企
業
結
合
の
例
外
的
な
正
当
化
に
際
し
て
一
九
九
四
年
当
時
欧
州
委
員
会
が
下
し
た
決
定
文
パ
ラ
グ
ラ
フ
七
一
に
示
さ
れ
た

三
要
）
66
（

件
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
っ
た
、
破
綻
状
態
に
あ
る
「
事
業
者
の
市
場
シ
ェ
ア
が
取
得
す
る
事
業
者
に
よ
り
獲
得
さ
）
67
（

れ
」
る
こ
と
と
い

う
要
件
は
、
そ
れ
が
中
立
的
効
果
お
よ
び
因
果
関
係
の
有
無
を
確
か
め
る
た
め
当
時
の
企
業
結
合
規
制
規
則
に
整
合
的
で
あ
る
と
一
九
九

八
年
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
事
件
判
決
の
判
決
文
中
で
は
示
さ
れ
）
69
）（
68
（

た
。
し
か
し
、
同
考
慮
要
素
は
、
二
〇
〇
一
年
Ｂ
Ａ
Ｓ
Ｆ
事
件
決
定
で
は
要

件
の
一
つ
と
は
さ
れ
ず
、
い
よ
い
よ
二
〇
〇
四
年
に
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
へ
と
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
つ
き
明
記
さ
れ
よ
う
と
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す
る
際
に
は
特
に
関
連
す
る
基
準
に
さ
え
数
え
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
、
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
明
文
か
ら
姿
を
消
し
）
70
（
た
。
た
だ
、
か
か
る

変
遷
を
ふ
ま
え
て
も
、
同
考
慮
要
素
を
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
そ
の
適
用
に
際
し
て
検
討
す
る
こ
と
は
、
中
立
的
効
果
お
よ
び
因

果
関
係
の
有
無
の
判
断
に
際
し
て
な
お
有
用
と
考
え
ら
れ
）
71
（
る
。

　
一
方
、
近
時
で
は
、
同
考
慮
要
素
が
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
脚
注
一
一
一
と
共
に
併
せ
て
議
論
さ
れ
る
例
が
確
認
さ
れ
て
い
）
72
（
る
。
同
脚
注

一
一
一
は
破
綻
状
態
に
あ
る
事
業
者
の
有
し
て
い
た
全
て
の
市
場
シ
ェ
ア
の
吸
収
が
問
題
と
な
っ
た
一
九
九
八
年
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
事
件

判
決
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
一
六
を
参
照
資
料
と
す
る
が
、
現
在
で
は
同
判
決
部
分
が
、
破
綻
状
態
に
あ
る
事
業
者
の
有
し
て
い
た
全
て
の
市
場

シ
ェ
ア
の
吸
収
を
問
題
に
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
資
産
の
不
可
避
的
な
流
出
が
発
生
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
際
の
考
慮
要
素

と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
主
要
な
競
争
単
位
の
総
数
が
二
か
ら
一
へ
と
減
じ
る
こ
と
が
ほ
ぼ
確
実
で
あ
り
、
か

つ
、
新
規
参
入
も
見
込
ま
れ
な
い
よ
う
な
場
合
、
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
脚
注
一
一
一
に
基
づ
い
て
資
産
の
不
可
避
的
な
流
出
が
発
生
す
る

の
だ
と
い
う
理
解
を
欧
州
委
員
会
は
そ
の
先
例
に
お
い
て
示
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
当
時
充
足
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
要
件
は
、
今
日
、
さ
ほ
ど
重
視
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
現
在
で
は
資
産
の
不

可
避
的
な
流
出
と
関
連
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
の
考
慮
要
素
に
つ
き
、
仮
に
中
立
的
効
果
お
よ
び
因
果
関
係
の
有
無
の
判
断
に
際
し
て
も
考

慮
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
ほ
ぼ
確
実
に
す
べ
て
の
市
場
シ
ェ
ア
を
吸
収
す
る
と
い
う
蓋
然
）
73
（

性
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

2　

競
争
の
減
少
を
可
能
な
限
り
抑
制
す
る
た
め
の
誠
実
な
努
）
74
（

力

　
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用
そ
の
妥
当
性
を
保
証
す
る
た
め
に
は
、
規
制
者
と
被
規
制
者
の
双
方
が
規
制
当
時
に
お
い
て
可
能

な
限
り
定
量
的
・
定
性
的
な
証
拠
を
提
出
あ
る
い
は
収
集
し
、
そ
の
吟
味
も
十
分
に
な
さ
れ
た
か
が
重
要
で
あ
る
た
め
、
そ
の
点
が
問
わ

れ
る
こ
と
と
な
）
75
（

る
。
当
該
立
証
責
任
が
同
抗
弁
適
用
を
希
望
す
る
事
業
者
ら
に
課
さ
れ
る
こ
と
を
前
）
76
（

提
と
し
な
が
ら
も
、
先
例
で
は
、
同

抗
弁
の
主
張
が
行
わ
れ
な
い
場
合
は
規
制
当
局
が
積
極
的
に
検
討
を
施
し
た
）
77
（
り
、
提
出
さ
れ
た
証
拠
資
料
に
対
す
る
吟
味
も
し
く
は
反
論
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あ
る
い
は
当
該
主
張
が
真
に
正
当
か
独
自
に
調
査
し
た
り
す
）
78
（
る
等
、
規
制
当
局
側
が
積
極
的
に
関
）
79
（
与
す
る
こ
と
が
あ
る
点
は
注
目
に
値
す

る
。3　

例
外
的
な
正
当
化
に
値
す
る
特
殊
事
情
も
し
く
は
例
外
性

　
す
で
に
言
及
し
た
通
り
、
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用
に
よ
る
企
業
結
合
の
正
当
化
は
あ
く
ま
で
例
外
と
解
さ
れ
る
が
、
現
行

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
は
、
一
見
し
た
と
こ
）
80
（
ろ
、
同
抗
弁
適
用
に
よ
る
正
当
化
が
あ
く
ま
で
例
外
と
い
う
理
解
を
促
す
よ
う
な
明
文
が
存
在
し

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
そ
の
実
際
の
運
用
）
81
（

例
に
目
を
転
じ
る
と
、
一
九
九
八
年
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
事
件
判
決
で
は
旧
東
ド
イ
ツ

の
崩
壊
に
伴
う
東
西
ド
イ
ツ
の
統
一
と
い
う
事
情
が
存
）
82
（
在
し
、
つ
づ
く
二
〇
〇
一
年
Ｂ
Ａ
Ｓ
Ｆ
事
件
決
定
で
は
そ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
六
三

に
お
い
て
明
確
に
か
か
る
正
当
化
は
例
外
で
あ
る
と
す
る
旨
の
記
載
が
示
さ
れ
て
お
）
83
（
り
、
近
時
の
二
〇
一
三
年AEG

EAN
/O
LYM

PIC II

事
件
決
定
で
は
ギ
リ
シ
ャ
共
和
国
の
国
家
規
模
の
債
務
危
機
等
を
例
外
的
な
正
当
化
の
た
め
の
事
情
と
し
て
加
味
す
る
旨
を
明
文
で
示
し

て
い
）
84
（

る
こ
と
が
わ
か
）
85
（

る
。
こ
の
よ
う
に
、
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
そ
の
運
用
に
関
し
て
、
競
争
法
上
の
懸
念
を
前
提
と
し
た
企
業

結
合
の
例
外
的
な
正
当
化
に
際
し
て
必
要
と
な
る
基
本
要
件
お
よ
び
特
に
関
連
す
る
三
つ
の
基
準
の
充
足
を
確
認
し
た
後
に
、
あ
く
ま
で

例
外
と
さ
れ
て
い
る
正
当
化
が
行
わ
れ
る
べ
き
特
殊
事
情
に
つ
き
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
は
注
目
に
値
す
る
。
た
し
か
に
、
そ

の
よ
う
な
理
解
と
関
連
す
る
要
件
も
し
く
は
基
準
が
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
パ
ラ
グ
ラ
フ
八
九
な
い
し
九
一
か
ら
は
明
確
に
読
み
取
れ
な
い

も
の
の
、
実
際
の
運
用
例
に
鑑
み
る
と
、
同
理
解
は
そ
の
抗
弁
の
運
用
に
少
な
く
と
も
約
二
〇
年
間
程
度
通
底
す
る
も
の
と
言
い
得
よ
う
。

し
た
が
っ
て
、
そ
れ
が
必
ず
考
慮
さ
れ
る
べ
き
事
情
で
あ
る
と
断
言
は
で
き
な
い
が
、
数
々
の
運
用
例
に
鑑
み
れ
ば
、
競
争
法
上
の
破
綻

会
社
の
抗
弁
そ
の
適
用
に
よ
る
企
業
結
合
の
正
当
化
が
な
さ
れ
る
べ
き
特
殊
事
情
の
存
在
あ
る
い
は
例
外
性
が
別
途
求
め
ら
れ
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
同
抗
弁
に
よ
る
企
業
結
合
の
正
当
化
が
あ
く
ま
で
例
外
で
あ
る
こ
と
に
思
い
を
致
す
と
、
か
か
る
考
慮
を
な
す
こ

と
が
そ
の
過
度
な
例
外
の
拡
大
防
止
に
寄
与
す
る
の
で
は
と
も
思
わ
れ
る
。
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前
記
し
た
諸
先
例
に
鑑
み
る
と
、
こ
こ
に
い
う
例
外
性
と
は
、
規
制
者
と
被
規
制
者
が
相
互
に
協
力
し
、
了
解
し
て
、
市
場
に
お
け
る

競
争
の
減
少
を
食
い
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
極
め
て
例
外
的
な
状
況
を
意
味
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
国
家
規

模
の
経
済
危
）
86
（
機
や
市
民
の
生
活
水
準
に
直
結
す
る
財
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
懸
念
す
べ
き
規
模
の
価
格
上
昇
等
が
そ
れ
に
該
当
す
る
と

解
さ
れ
、
強
い
て
言
え
ば
、
国
内
外
に
公
表
し
て
も
了
解
を
得
ら
れ
る
程
度
の
緊
急
性
も
し
く
は
重
大
性
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
例
え
ば
、
後
に
行
わ
れ
る
特
別
立
）
87
（

法
に
先
立
っ
て
、
規
制
の
都
合
上
や
む
を
得
ず
企
業
結
合
を
例
外
的
に
正
当
化
す
る
よ
う
な
場

合
が
こ
れ
に
該
当
す
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
仮
説
の
検
証
に
つ
い
て
は
さ
ら
な
る
先
例
や
議
論
の
積
み
重
ね
を
待
つ
必
要
が
あ
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
過
度
な
例
外
拡
大
防
止
の
厳
格
な
要
求
が
資
源
の
有
効
活
用
も
し
く
は
社
会
が
負
担
す
べ
き
費
用
の
削
減
を
か

え
っ
て
阻
害
す
る
と
い
う
意
）
88
（
見
も
当
然
起
こ
り
得
る
た
め
、
さ
ら
な
る
議
論
が
待
た
れ
る
。

三
　
運
用
上
問
題
と
な
り
得
る
正
当
化
根
拠
に
対
す
る
考
察

㈠
　
内
在
的
考
慮
な
ら
び
に
外
在
的
考
慮
の
問
題

　
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
の
誕
生
経
緯
を
た
ど
る
と
、
同
抗
弁
は
社
会
全
体
の
利
益
を
考
慮
し
て
企
業
結
合
を
例
外
的
に
正
当
化

す
る
も
の
と
し
て
米
国
で
誕
生
し
た
こ
と
が
わ
か
）
89
（
る
。
だ
が
、
そ
の
抗
弁
の
適
用
は
あ
く
ま
で
例
外
に
す
ぎ
ず
、
厳
格
な
態
度
を
以
て
そ

の
適
用
を
考
え
る
べ
き
と
い
う
国
際
的
な
理
解
は
序
論
で
述
べ
た
が
、
社
会
全
体
の
利
益
と
は
一
体
何
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
点
、Kokkoris

（2006

）
は
、
Ｅ
Ｕ
競
争
法
に
関
し
て
、
破
綻
状
態
に
あ
る
事
業
者
の
市
場
か
ら
の
退
出
に
伴
っ
て
生
じ
る
失
業

等
を
社
会
的
な
不
利
益
と
し
て
構
成
し
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
産
業
の
状
態
等
も
評
価
す
べ
き
と
説
）
90
（

く
。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
同
法
に

関
し
て
言
え
ば
、
必
ず
し
も
競
争
政
策
の
単
純
な
遂
行
の
み
に
よ
っ
て
は
実
現
が
困
難
と
思
料
さ
れ
る
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
に
標
榜
さ
れ
た
価
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値
あ
る
い
は
利
益
に
関
す
る
政
策
連
結
条
項
（
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
第
八
条
な
い
し
第
一
三
）
91
（

条
）
等
の
存
在
か
ら
し
て
も
そ
れ
が
合
理
的
と
考
え

る
余
地
が
一
切
存
在
し
な
い
と
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
）
92
（

う
。
こ
の
点
に
つ
き
、
さ
ら
に
考
え
て
み
る
と
、
例
え
ばO

dudu
（2010
）
は
、
競
争
法
上
非
競
争
的
利
益
は
斟
酌
さ
れ
な
い
と
す
）
93
（
る
が
、
対
し
てTow

nely

（2009

）
は
、
競
争
法
上
非
競
争
的
利
益
は

斟
酌
さ
れ
る
余
地
が
あ
）
94
（
る
と
し
て
お
り
、
両
者
の
見
解
は
対
立
し
て
い
）
95
（
る
。
こ
の
点
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
こ
れ
ま
で
同
条
項
に
対
す
る

考
え
を
明
ら
か
に
し
て
は
い
な
）
96
（

い
。
た
だ
、
金
井
ほ
か
（
二
〇
一
五
）
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
当
事
者
の
経
営
状
況
は
、
…
（
筆
者

中
略
）
…
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
内
在
的
考
慮
）。
…
（
筆
者
中
略
）
…
企
業
結
合
を
、
雇
用
の
確
保
や
地
域
経
済
へ
の
影
響
を
理
由

に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
、
通
説
お
よ
び
実
務
は
、
独
禁
法
の
解
釈
論
と
し
て
は
不
可
能
と
考
え
る
（
外
在
的
考
）
97
（

慮
）」。

す
な
わ
ち
、
内
在
的
考
慮
と
は
競
争
的
利
益
の
み
に
着
眼
し
た
企
業
結
合
の
例
外
的
な
正
当
化
を
是
と
す
る
考
え
で
あ
り
、
外
在
的
考
慮

と
は
、
そ
れ
を
超
え
て
、
雇
用
の
確
保
や
地
域
経
済
の
保
護
等
を
も
含
め
た
競
争
に
よ
っ
て
最
大
化
さ
れ
る
か
否
か
が
決
し
て
明
ら
か
で

は
な
い
非
競
争
的
利
益
を
も
斟
酌
し
た
同
正
当
化
を
是
と
す
る
考
え
で
あ
る
と
整
理
で
き
よ
う
。
た
し
か
に
、
生
産
設
備
の
よ
う
な
競
争

力
の
源
泉
と
な
る
物
資
あ
る
い
は
そ
れ
に
期
待
さ
れ
る
利
益
は
勿
論
、
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
パ
ラ
グ
ラ
フ
九
〇
第
四
文
に
い
う
「
資
産

（the assets

）」
が
人
的
資
本
あ
る
い
は
労
働
力
を
含
む
も
の
と
解
釈
可
能
で
は
あ
ろ
）
98
（
う
が
、
競
争
単
位
の
競
争
力
の
源
泉
と
な
る
人
的
資

本
も
し
く
は
労
働
者
に
関
し
て
は
、
む
し
ろ
、
競
争
法
上
あ
く
ま
で
同
競
争
力
の
問
題
と
し
て
競
争
的
利
益
の
一
つ
に
数
え
る
こ
と
が
相

当
と
現
状
で
は
考
え
ら
れ

）
100
）（
99
（

よ
う
。
し
た
が
っ
て
、「
有
効
競
争
の
基
）
101
（

準
」
あ
る
い
は
「
有
効
競
争
理
）
102
（

論
」
を
前
提
と
し
た
公
正
か
つ
自
由

な
競
争
の
確
保
・
促
進
が
競
争
法
の
本
務
と
い
う
一
般
的
理
解
か
ら
し
て
も
、
内
在
的
考
慮
を
中
心
と
す
る
考
え
方
は
依
然
妥
当
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
考
え
は
、
①
企
業
結
合
に
よ
り
回
復
す
べ
き
失
わ
れ
る
競
争
が
真
に
存
在
し
な
い
か
注
意
深
く
検
討
す
る
、
そ
し
て
、
②

競
争
の
結
果
に
生
じ
る
諸
々
の
不
利
益
も
そ
れ
が
正
常
な
競
争
の
帰
結
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
受
忍
限
度
を
超
え
な

い
限
り
、
甘
受
す
る
と
い
う
規
制
当
局
の
厳
格
な
規
制
に
よ
り
実
践
さ
れ
る
べ
き
と
解
さ
れ
る
。
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㈡
　
競
争
の
減
少
を
可
能
な
限
り
抑
制
す
る
た
め
の
了
解

　
わ
が
国
の
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
見
る
と
、
水
平
型
企
業
結
合
が
も
た
ら
し
得
る
単
独
効
果
の
発
生
に
対
す
る
競
争
評
価
に
際
し
て
は
、

業
績
不
振
は
当
時
会
社
グ
ル
ー
プ
の
会
社
ま
た
は
部
門
の
事
業
能
力
の
減
少
と
し
て
評
価
さ
）
103
（

れ
、
ま
た
、
所
定
の
条
件
を
満
た
せ
ば
競
争

の
実
質
的
制
限
が
発
生
す
る
お
そ
れ
は
通
常
小
さ
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
明
記
さ
）
104
（
れ
、
こ
の
理
は
水
平
型
企
業
結
合
が
も
た
ら
し
得
る

協
調
効
果
の
発
生
に
対
す
る
競
争
評
価
に
も
当
て
は
ま
る
と
さ
れ
て
い
）
105
（

る
。
そ
し
て
、
垂
直
型
企
業
結
合
そ
し
て
混
合
型
企
業
結
合
が
も

た
ら
し
得
る
単
独
効
果
と
協
調
効
果
の
発
生
に
対
す
る
競
争
評
価
に
際
し
て
も
同
記
載
部
分
が
準
用
さ
れ
る
た
）
106
（
め
、
業
績
不
振
は
当
時
会

社
グ
ル
ー
プ
の
会
社
ま
た
は
部
門
の
事
業
能
力
の
減
少
と
し
て
評
価
さ
れ
、
一
定
の
条
件
を
満
た
せ
ば
競
争
の
実
質
的
制
限
が
発
生
す
る

お
そ
れ
は
通
常
小
さ
い
と
考
え
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
得
る
。
で
は
、
規
制
者
と
被
規
制
者
と
の
間
で
い
か
な
る
了
解
を
得
ら
れ
れ
ば
企
業

結
合
を
例
外
的
に
正
当
化
す
る
こ
と
が
真
に
許
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
両
者
が
同
表
記
か
ら
読
み
取
れ
る
、
あ
る
い
は
、
読
み
取
る
べ
き

意
味
に
つ
き
了
解
す
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
一
体
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
さ
ら
に
競
争
法
上

の
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
つ
き
考
察
す
る
。

　
こ
の
点
、
前
記
し
た
欧
州
の
先
例
等
に
照
ら
す
と
、
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用
に
よ
る
企
業
結
合
の
例
外
的
な
正
当
化
は
、

次
の
よ
う
な
了
解
を
前
提
に
な
さ
れ
て
い
る
も
の
と
解
し
得
る
。
そ
れ
は
、
①
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用
が
許
さ
れ
る
中
立
的

効
果
の
存
在
お
よ
び
因
果
関
係
の
不
存
在
、
②
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用
に
際
し
て
求
め
ら
れ
る
企
業
結
合
に
係
る
競
争
法
上

の
Ｌ
Ｒ
Ａ
性
ゆ
え
失
わ
れ
る
競
争
を
回
復
す
る
目
的
で
義
務
付
け
ら
れ
る
追
加
的
な
問
題
解
消
措
置
の
必
要
が
な
く
な
っ
て
い
る
、
③
事

後
規
制
の
余
地
を
一
切
否
定
し
て
は
い
な
い
、
と
い
う
三
点
に
関
す
る
了
解
で
あ
る
。
な
お
、
そ
の
際
、
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁

適
用
に
際
し
て
破
綻
会
社
を
巻
き
込
ん
で
行
う
企
業
結
合
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
保
護
の
た
め
に
何
ら
か
の
工
夫
を
行
う
必
要
は
現
状
存
在

し
な
い
と
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
仮
に
救
済
的
な
企
業
結
合
を
計
画
し
た
希
望
者
側
か
ら
競
争
法
上
の
Ｌ
Ｒ
Ａ
性
を
具
備
し
た
企
業
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結
合
の
実
行
を
拒
否
す
る
よ
う
な
事
態
等
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
同
企
業
結
合
を
認
め
れ
ば
あ
る
程
度
の
社
会
的
な
利
益
を
見
込
む
こ
と

が
で
）
107
（

き
、
か
つ
、
失
業
や
同
会
社
が
保
有
し
て
い
た
資
産
の
管
理
者
が
い
な
く
な
る
等
と
い
っ
た
市
場
か
ら
の
退
出
に
付
随
し
て
発
生
す

る
社
会
的
な
不
利
益
を
甘
受
す
る
こ
と
と
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
市
場
に
お
け
る
正
常
な
競
争
の
帰
結
と
し
て
当
該
破
綻
会
社
を
淘
汰

す
る
こ
と
と
な
ろ
）
108
（
う
。
要
す
る
に
、
破
綻
会
社
を
巻
き
込
ん
で
行
わ
れ
る
企
業
結
合
が
市
場
に
お
け
る
競
争
の
減
少
を
可
能
な
限
り
抑
制

す
る
企
業
結
合
と
し
て
例
外
的
に
正
当
化
さ
れ
る
根
拠
の
背
景
に
は
、
①
「
当
該
企
業
結
合
は
、
競
争
法
上
、
市
場
に
お
け
る
競
争
に
与

え
る
影
響
が
皆
無
と
評
価
で
き
る
た
め
、
中
立
的
効
果
の
存
在
を
理
由
と
し
て
問
題
あ
る
企
業
結
合
と
い
う
行
為
と
競
争
法
上
の
懸
念
の

発
生
と
い
う
結
果
の
間
に
あ
る
因
果
関
係
が
な
い
こ
と
」、
②
「
有
効
競
争
理
論
に
照
ら
し
て
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
そ
の
適
用

に
際
し
て
要
求
さ
れ
る
競
争
法
上
の
Ｌ
Ｒ
Ａ
の
効
果
が
期
待
さ
れ
る
等
し
て
失
わ
れ
る
競
争
も
存
在
し
な
い
た
め
、
回
復
す
べ
き
競
争
も

伴
っ
て
存
在
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
問
題
解
消
措
置
の
義
務
付
け
が
不
要
に
な
る
こ
と
」、
そ
し
て
、
③
「
万
が
一
結
合
体
が
そ
の
市
場

支
配
力
を
形
成
・
維
持
・
強
化
し
反
競
争
的
な
行
為
に
及
ん
だ
場
合
に
は
、
私
的
独
占
規
制
を
は
じ
め
と
し
た
何
ら
か
の
事
後
規
制
が
な

さ
れ
る
と
い
う
点
に
留
意
し
て
い
る
こ
と
」
と
い
う
三
重
の
含
意
が
存
在
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
三
重
の
含
意

が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
こ
そ
、「
競
争
を
実
質
的
に
制
限
す
る
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
は
小
さ
い
と
通
常
考
え
ら

）
110
）（
109
（
れ
る
」
と
評
価
す
る
こ
と

が
妥
当
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
同
含
意
を
わ
が
国
の
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
か
ら
真
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
そ
し
て
、
前
記
し

た
三
重
の
含
意
に
関
す
る
仮
説
の
妥
当
性
も
批
判
的
に
検
証
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
同
部
分
に
示
さ
れ
た
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
つ
き
考
え
る
と
、
競
争
法
上
の
効
率
性
の
抗
弁
に
関
す
る
記
載
部
分
同

第
４
の
２
（
７
）
と
の
間
に
は
次
の
よ
う
な
差
異
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
効
率
性
に
つ
き
明
記
さ
れ
た
同
第
４
の
２
（
７
）
第
三
段
に
は
、

「
な
お
、
独
占
又
は
独
占
に
近
い
状
況
を
も
た
ら
す
企
業
結
合
を
効
率
性
が
正
当
化
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
」
と
な
お
書
き
が
示
さ

れ
て
い
）
111
（

る
一
方
で
、
経
営
状
況
に
つ
き
明
記
さ
れ
た
同
（
８
）
ア
な
ら
び
に
イ
に
は
こ
の
よ
う
な
表
記
が
な
い
。
両
部
分
を
相
互
に
参
照

す
る
と
、
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
で
あ
れ
ば
独
占
又
は
独
占
に
近
い
状
況
を
も
た
ら
す
こ
と
も
あ
り
得
る
と
読
め
る
が
、
そ
の
よ
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う
な
解
釈
が
果
た
し
て
妥
当
な
の
か
、
仮
に
妥
当
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
帰
結
を
招
く
こ
と
は
極
め
て
例
外
で
あ
る
と
明
文
で
示

す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
浮
か
ぶ
。
高
い
市
場
シ
ェ
ア
は
市
場
支
配
力
の
形
成
・
維
持
・
強
化
に
伴
う
弊
害
の
発
生

に
つ
な
が
り
や
す
）
112
（
く
、
実
際
、
現
在
の
Ｅ
Ｕ
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
関
す
る
先
例
で
も
あ
る
一
九
九
八
年
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
事

件
判
決
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
た
企
業
結
合
は
、
ド
イ
ツ
国
内
市
場
に
お
い
て
九
八
％
も
の
市
場
シ
ェ
ア
を
誇
る
結
合
体
を
誕
生
さ
せ
た

が
、
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用
に
よ
り
同
企
業
結
合
は
例
外
的
に
正
当
化
さ
れ
）
113
（

た
。
同
市
場
に
関
し
て
は
、
当
時
有
力
な
競
争

単
位
が
他
に
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
そ
こ
に
有
効
競
争
の
発
生
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
同

企
業
結
合
に
代
わ
る
何
ら
か
の
手
立
て
を
施
す
余
地
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
場
合
で
も
、
事
前
規
制
が
行
わ
れ

る
時
点
か
ら
合
理
的
に
予
見
可
能
な
範
囲
を
超
え
て
、
短
期
的
で
は
な
く
、
中
長
期
的
に
将
来
の
市
場
に
お
け
る
競
争
が
阻
害
・
制
限
さ

れ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
別
途
、
例
え
ば
現
在
の
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
第
一
〇
二
条
あ
る
い
は
域
内
加
盟
国
の
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
内
の
競
争

法
に
基
づ
く
何
ら
か
の
事
後
規
制
が
待
つ
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用
に

よ
っ
て
高
度
な
市
場
シ
ェ
ア
を
有
す
る
結
合
体
が
誕
生
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
往
々
に
し
て
競
争
圧
力
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
を
先
例
が

示
唆
し
て
い
る
と
い
う
点
も
ふ
ま
え
て
考
え
る
と
、
破
綻
会
社
の
抗
弁
を
理
由
と
し
て
例
外
的
に
正
当
化
さ
れ
た
企
業
結
合
の
末
に
誕
生

し
た
結
合
体
に
と
っ
て
そ
う
し
た
事
後
規
制
が
不
意
打
ち
と
な
ら
ぬ
よ
う
、
可
能
な
限
り
早
期
の
相
談
の
時
点
に
お
い
て
、
事
前
に
そ
の

旨
を
示
唆
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
意
識
こ
そ
が
前
記
③
に
つ
き
了
解
さ
れ
る
べ
き
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
含
意
と
示
し
た
理
由
で

あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
わ
が
国
の
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
４
の
２
（
８
）
イ
①
お
よ
び
②
に
は
破
綻
会
社
の
抗
弁
お
よ
び
破
綻
部
門
の
抗
弁
に
つ

き
論
じ
ら
れ
た
記
載
箇
所
が
存
在
す
る
。
同
部
分
に
は
、
所
定
の
条
件
を
満
た
す
よ
う
な
企
業
結
合
に
関
し
て
は
、「
競
争
を
実
質
的
に

制
限
す
る
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
は
小
さ
い
と
通
常
考
え
ら
れ
る
」
と
す
る
記
載
が
あ
る
。
同
一
の
文
言
は
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
関
す
る
部

分
の
み
な
ら
ず
、
ハ
ー
フ
ィ
ン
ダ
ー
ル
・
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
指
数
（
通
称
、
Ｈ
Ｈ
）
114
（
Ｉ
）
を
基
礎
と
し
た
い
わ
ゆ
る
セ
ー
フ
ハ
ー
バ
ー
、
す
な
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わ
ち
、「
公
表
さ
れ
た
そ
の
基
準
を
満
た
せ
ば
、
企
業
の
当
該
行
為
（
企
業
結
合
な
ど
）
を
違
法
行
為
と
し
て
競
争
政
策
当
局
が
問
題
に
す

る
こ
と
は
通
常
な
い
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
の
基
）
115
（

準
」
に
関
す
る
記
載
部
分
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
水
平
型
企
業
結
合

に
よ
る
競
争
の
実
質
的
制
限
に
関
し
て
述
べ
ら
れ
た
第
４
の
１
（
３
）、
な
ら
び
に
、
垂
直
型
企
業
結
合
お
よ
び
混
合
型
企
業
結
合
に
よ

る
競
争
の
実
質
的
制
限
に
関
し
て
述
べ
ら
れ
た
第
５
の
１
（
３
）
の
二
か
所
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
公
正
取
引
委
員
会
が
競
争
法
上
の
企
業

結
合
規
制
に
関
す
る
理
解
を
示
し
た
わ
が
国
の
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
一
瞥
す
る
と
、
破
綻
会
社
の
抗
弁
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
企
業
結
合

は
、
あ
た
か
も
セ
ー
フ
ハ
ー
バ
ー
に
よ
っ
て
通
常
問
題
と
さ
れ
な
い
企
業
結
合
と
同
様
の
取
り
扱
い
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
も
読
め
る
。
し

か
し
、
単
な
る
文
言
の
同
一
性
の
み
を
以
て
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
採
る
こ
と
は
早
計
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
Ｈ
Ｈ
Ｉ
が
問
題
と
な
る
場
面

と
は
、
通
常
、
企
業
結
合
に
対
す
る
具
体
的
な
競
争
評
価
の
前
の
段
階
に
相
当
す
る
市
場
画
定
の
準
備
作
業
と
し
て
行
わ
れ
る
市
場
シ
ェ

ア
の
計
測
が
問
題
と
な
る
場
面
な
の
で
あ
っ
て
、
同
指
標
は
い
わ
ば
企
業
結
合
に
対
す
る
具
体
的
な
審
査
を
行
う
か
否
か
の
篩
で
あ
り
、

具
体
的
な
競
争
評
価
を
す
べ
て
終
え
て
競
争
法
上
の
懸
念
が
認
定
さ
れ
た
問
題
あ
る
企
業
結
合
を
例
外
的
に
正
当
化
す
る
と
い
う
競
争
法

上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
が
問
題
と
な
る
場
面
と
は
次
元
を
異
に
す
る
も
の
と
い
え
）
116
（

る
。
た
だ
、
わ
が
国
の
旧
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
名
残
と
も

考
え
ら
れ
）
117
（
る
同
文
言
が
も
た
ら
す
実
害
は
皆
無
と
す
る
見
解
も
勿
論
想
定
し
得
、
本
稿
で
は
前
記
の
通
り
文
言
の
同
一
性
お
よ
び
議
論
の

余
地
を
示
す
に
と
ど
め
、
具
体
的
な
結
論
を
保
留
し
て
今
後
の
議
論
を
待
ち
た
い
。

四
　
結
　
語

　
本
稿
で
は
、
わ
が
国
の
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
改
定
等
も
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
そ
の
法
的
性
質
お
よ
び

正
当
化
根
拠
の
解
明
お
よ
び
見
直
し
を
目
的
と
し
て
、
主
に
Ｅ
Ｕ
競
争
法
上
の
知
見
を
参
照
し
つ
つ
、
総
合
的
な
考
察
を
行
っ
た
。
結
果
、

①
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
が
企
業
結
合
を
例
外
的
に
正
当
化
す
る
根
拠
と
思
料
さ
れ
る
要
件
、
基
準
、
そ
し
て
考
慮
要
素
の
一
覧
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と
そ
れ
ら
に
対
す
る
批
判
的
検
証
の
結
果
に
明
ら
か
と
な
っ
た
示
唆
の
数
々
の
再
確
認
、
②
同
抗
弁
が
あ
く
ま
で
競
争
的
利
益
の
み
に
着

眼
し
た
内
在
的
考
慮
と
い
う
視
座
に
立
っ
て
適
用
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
一
般
的
な
理
解
の
正
当
性
の
再
確
認
、
③
同
抗
弁

に
関
し
て
明
記
し
た
わ
が
国
の
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
そ
の
運
用
に
つ
き
問
題
を
提
起
し
得
る
点
が
複
数
存
在
す
る
な
ど
の
計
三
点
が
明

ら
か
と
な
っ
た
。

　
一
方
、
次
の
よ
う
な
課
題
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
①
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
は
退
出
資
産
の
抗
弁
に
関
す
る
独
立

し
た
記
載
が
存
在
せ
ず
、
先
例
に
お
い
て
も
退
出
資
産
の
抗
弁
を
適
用
し
た
と
明
記
し
て
事
件
処
理
を
行
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
状
況
に
あ
り
、
競
争
法
上
の
退
出
資
産
の
抗
弁
に
つ
い
て
は
未
だ
不
透
明
な
部
分
が
多
く
解
明
す
べ
き
点
が

多
々
あ
る
）
118
（
点
、
②
わ
が
国
の
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
も
退
出
資
産
の
抗
弁
に
関
す
る
独
立
し
た
明
文
が
存
在
せ
ず
、
こ
れ
を
単
に
事
業
能

力
）
119
（

の
問
題
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
、
お
そ
ら
く
退
出
資
産
の
抗
弁
に
つ
い
て
も
破
綻
会
社
の
抗
弁
同
様
反
）
120
（
証
と

し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
そ
の
前
提
と
な
る
と
見
込
ま
れ
る
が
、
未
だ
議
論
の
余
地
が
あ
り
、
仮
に
独
立
し
た
記
載
を
設
け
る
場
合
、
欧

米
に
先
ん
じ
て
行
う
こ
と
と
な
る
た
め
別
途
議
論
を
要
す
る
と
い
う
点
、
③
同
じ
く
わ
が
国
の
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
関
し
て
、
例
え
ば
、

効
率
性
の
抗
弁
に
関
す
る
記
載
に
は
独
占
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
困
難
と
読
み
取
れ
る
明
文
が
あ
る
も
の
の
、
破
綻
会
社
の
抗
弁
お
よ
び

破
綻
部
門
の
抗
弁
に
関
す
る
記
載
部
分
を
読
む
と
そ
の
よ
う
な
明
文
が
存
在
し
な
い
た
め
、
効
率
性
の
抗
弁
で
は
許
さ
れ
な
い
は
ず
の
独

占
の
誕
生
が
破
綻
会
社
の
抗
弁
も
し
く
は
破
綻
部
門
の
抗
弁
に
よ
っ
て
は
許
さ
れ
得
る
と
い
う
解
釈
の
余
地
が
生
ま
れ
得
る
お
そ
れ
が
あ

る
点
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
採
り
得
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
あ
く
ま
で
例
外
で
あ
る
と
明
ら
か
に
す
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
と

い
う
点
、
④
同
じ
く
わ
が
国
の
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
関
し
て
、
Ｈ
Ｈ
Ｉ
に
関
す
る
記
載
と
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
関
す
る
記

載
が
非
常
に
似
通
っ
て
お
り
、
具
体
的
な
弊
害
は
想
定
し
得
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
見
直
さ
れ
る
べ
き
と
す
る
可
能
性
も
存
在
し
得
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
、
⑤
Ｅ
Ｕ
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
よ
る
企
業
結
合
の
例
外
的
な
正
当
化
に
際
し
て
は
そ
れ
に
値
す
る

例
外
的
な
事
情
に
つ
き
触
れ
る
こ
と
が
先
例
の
慣
行
で
は
あ
っ
た
が
、
ど
の
程
度
の
事
情
を
以
て
か
か
る
特
殊
事
情
と
認
め
る
べ
き
か
、
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そ
し
て
、
基
本
的
に
は
欧
米
の
規
制
例
と
平
仄
を
合
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
わ
が
国
の
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
か
ら
は
そ
の
よ
う
な
運
用
を

行
う
と
い
う
旨
が
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
な
の
か
と
い
う
）
121
（

点
の
計
五
点
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
①

退
出
資
産
の
抗
弁
等
の
競
争
法
上
の
位
置
付
け
、
②
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
よ
る
独
占
正
当
化
の
問
題
を
は
じ
め
と
し
た
わ
が
国
の
現
行
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
の
表
記
の
妥
当
性
、
③
同
抗
弁
に
関
す
る
わ
が
国
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
け
る
セ
ー
フ
ハ
ー
バ
ー
と
類
似
し
た
表
記
の
妥
当

性
、
④
同
抗
弁
に
関
す
る
欧
州
の
運
用
例
に
お
い
て
確
認
す
る
こ
と
の
で
き
る
例
外
性
も
し
く
は
特
殊
事
情
と
い
う
考
慮
要
素
の
導
入
可

能
性
も
し
く
は
是
非
の
四
点
に
議
論
は
概
ね
集
約
さ
れ
よ
う
。
今
後
、
こ
れ
ら
の
議
論
を
さ
ら
に
深
化
さ
せ
、
よ
り
精
緻
で
国
際
的
な
整

合
性
を
保
っ
た
企
業
結
合
の
た
め
の
法
的
枠
組
の
形
成
と
運
用
を
目
標
と
し
て
行
わ
れ
る
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
係
る
解
明
に

際
し
て
は
、
さ
ら
に
諸
先
例
や
諸
氏
の
見
解
、
と
り
わ
け
、
わ
が
国
と
米
国
の
同
抗
弁
の
運
用
の
現
状
そ
の
詳
細
を
分
析
す
る
こ
と
が
肝

要
と
現
時
点
で
は
考
え
ら
れ
る
が
、
さ
ら
な
る
考
察
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
す
こ
と
と
し
た
い
。

（
1
）  

本
稿
の
主
な
先
行
研
究
に
、
泉
水
文
雄
「
独
禁
法
に
お
け
る
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
つ
い
て
：
企
業
の
破
綻
と
競
争
の
一
側
面
」
大
阪
市
立
大
學

法
學
雜
誌
第
四
五
巻
三
／
四
号
（
一
九
九
九
年
）
六
一
六
頁
、
遠
藤
美
光
「
破
綻
会
社
法
理
（The Failing Com

pany D
octrine

）
の
展
開
と

課
題
」
上
智
法
学
論
集
第
二
一
巻
二
・
三
号
（
一
九
七
八
年
）
二
〇
五
頁
、
鈴
木
加
人
「
業
績
不
振
会
社
の
理
論

︱
日
米
間
の
比
較
」
愛
媛
法

学
会
雑
誌
第
七
巻
一
号
（
一
九
八
〇
年
）
三
一
頁
、
岩
本
諭
「
救
済
合
併
に
対
す
る
規
制
と
競
争
秩
序
」
正
田
彬
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
刊
行
委

員
会
編
『
正
田
彬
先
生
古
稀
祝
賀
・
独
占
禁
止
法
と
競
争
政
策
の
理
論
と
展
開
』（
三
省
堂
、
一
九
九
九
年
）
一
七
三
頁
、
後
藤
晃
＝
鈴
村
興
太

郎
編
『
日
本
の
競
争
政
策
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
）、
二
六
一
―
二
六
六
頁
、
二
七
七
―
二
七
八
頁
﹇
小
田
切
宏
之
執
筆
部
分
﹈、

服
部
育
生
『
比
較
・
独
占
禁
止
法
』（
泉
文
堂
、
第
七
版
、
二
〇
〇
六
年
）、
一
九
二
―
一
九
五
頁
。
同
「
倒
産
寸
前
企
業
の
再
建
合
併
と
独
禁
法 

　 

」
公
正
取
引
第
四
五
七
号
（
一
九
八
八
年
）
六
二
頁
、
同
「
倒
産
寸
前
企
業
の
再
建
合
併
と
独
禁
法
　 

」
公
正
取
引
第
四
五
八
号
（
一
九
八

八
年
）
五
六
頁
が
あ
る
。

（
2
）  

村
上
政
博
「
日
本
の
競
争
法
制
の
特
質
」
経
済
法
学
会
年
報
第
一
九
号
（
一
九
九
八
年
）
一
二
七
頁
、
一
二
七
頁
。

（
3
）  

「
企
業
結
合
」
の
定
義
は
、
野
﨑
光
駿
「
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
と
資
産
の
不
可
避
的
な
流
出
に
対
す
る
一
考
察
」
法
学
政
治
学
論
究

-上-

-下-
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第
一
二
一
号
（
二
〇
一
九
年
）
一
〇
九
頁
、
一
三
〇
頁
脚
注
三
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
4
）  

企
業
結
合
審
査
に
関
す
る
独
占
禁
止
法
の
運
用
指
針
（
本
稿
中
、
わ
が
国
の
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
第
３
の
１
（
２
）
よ
り
引
用
。

（
5
）  

両
効
果
の
定
義
は
、
例
え
ば
、
Ｎ
Ｅ
Ｒ
Ａ
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
編
『
企
業
結
合
規
制
の
経
済
分
析

︱
市
場
競
争
の
評
価
手
法

と
分
析
対
応
ガ
イ
ダ
ン
ス
』（
中
央
経
済
社
、
二
〇
一
四
年
）、
七
〇
―
七
七
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
6
）  
排
除
型
私
的
独
占
に
係
る
独
占
禁
止
法
上
の
指
針
は
じ
め
に
１
の
第
四
段
落
第
三
文
を
参
照
。

（
7
）  

「
流
出
」
と
い
う
邦
訳
の
妥
当
性
に
関
し
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
野
﨑
・
前
掲
注
（
3
）、
一
三
三
頁
脚
注
二
四
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
8
）  

稗
貫
俊
文
「
独
禁
法
に
お
け
る
「
他
の
事
業
者
」」
法
学
志
林
第
一
一
六
巻
二
・
三
号
合
併
号
（
二
〇
一
九
年
）
五
七
頁
、
七
二
―
七
三
頁
。

（
9
）  See Case CO

M
P/M
.2314, BASF/Eurodiol/Pantochim

 

﹇2002

﹈ O
J L 132/45, paras. 163 -164; see also Case CO

M
P/M
.6360, 

N
ynas/Shell/H

arburg Refinery ﹇2013

﹈ C 5594 final, para. 525.

（
10
）  

わ
が
国
の
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
４
の
２
（
８
）
イ
①
お
よ
び
②
よ
り
引
用
。

（
11
）  

世
界
規
模
の
経
済
危
機
の
よ
う
な
場
合
で
さ
え
厳
格
な
規
制
態
度
を
示
す
べ
き
と
い
う
国
際
的
な
理
解
に
つ
き
、See e.g. O

ECD, Best 
Practice Roundtables on Com

petition Policy, The Failing Firm
 D
efence, DAF/CO

M
P 38, Introduction, O

verview
 （2009

）.

（
12
）  

「
集
中
（concentration

）」
と
も
訳
さ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
「
企
業
結
合
」
と
し
て
取
り
扱
う
。
こ
の
邦
訳
に
つ
い
て
同
様
の
理
解
を
示
す
主

な
文
献
の
例
と
し
て
、
例
え
ば
、
林
秀
弥
『
企
業
結
合
規
制

︱
独
占
禁
止
法
に
よ
る
競
争
評
価
の
理
論
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
一
年
）、
六
頁

を
参
照
。

（
13
）  Council Regulation 

（EC

） N
o 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations betw

een undertakings 

（the EC 
M
erger Regulation

） （Text w
ith EEA relevance

） ﹇2004

﹈ OJ L 24/1.

（
14
）  G

uidelines on the assessm
ent of horizontal m

ergers under the Council Regulation on the control of concentrations betw
een 

undertakings ﹇2004

﹈ OJ C 31/5.

（
15
）  Joined Cases C -68/94 and 30/95, French Republic and others v Com

m
ission 

﹇1998

﹈ ECR I -1375, 

﹇1998

﹈ 4 CM
LR 829; 

BASF, supra note 9; Case CO
M
P/M
.6796, AEGEAN

/ O
LYM

PIC II ﹇2013

﹈ C 6561 final.; See also A
riel E

zrach
i, EU

 C
o
m
petitio

n 
L
aw: A

n A
n
alytical G

u
id
e to T

h
e L
ead

in
g C

ases 502 -507 （6th ed. 2018

）.

（
16
）  N

ynas, supra note 9;

併
せ
て
、
中
島
菜
子
「
海
外
注
目
事
例
か
ら
み
え
て
く
る
競
争
法
実
務
の
着
眼
点
（
第
一
三
回
）
欧
州 : 

企
業
結
合

審
査
に
お
い
て
、
効
率
性
の
向
上
を
認
め
た
上
で
、
事
業
部
門
に
つ
い
て
破
綻
企
業
の
抗
弁
を
認
め
た
事
例 CO

M
M
ISSIO

N
 D
ECISIO

N
 of 
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02.09.2013 Case N
o CO

M
P/M
.6360 -N

YN
AS/SH

ELL/H
ARBU

RG
 REFIN

ERY

」N
BL

第
一
〇
九
八
号
（
二
〇
一
七
年
）
七
八
頁
を

参
照
さ
れ
た
い
。

（
17
）  

「
合
併
審
査
　
デ
ー
タ
も
考
慮
へ
　
政
府
が
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
変
更
へ
　
価
値
の
測
定
が
課
題
に
」
日
本
経
済
新
聞
電
子
版
二
〇
一
九
年
二
月
一

五
日
二
：
〇
〇
（https://w

w
w.nikkei.com

/article/D
G
XM
ZO
41286830U

9A210C1TJ3000/

、
二
〇
一
九
年
一
一
月
一
二
日
最
終
閲
覧
）。

公
正
取
引
員
会
「「
企
業
結
合
審
査
に
関
す
る
独
占
禁
止
法
の
運
用
指
針
」
の
改
定
案
及
び
「
企
業
結
合
審
査
の
手
続
に
関
す
る
対
応
方
針
」
の

改
定
案
に
対
す
る
意
見
募
集
に
つ
い
て
」
二
〇
一
九
年
一
〇
月
四
日
（https://w

w
w.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/oct/191004kaisei.

htm
l

、
二
〇
一
九
年
一
一
月
一
二
日
最
終
閲
覧
）。
な
お
、
筆
者
は
二
〇
一
九
年
一
一
月
四
日
付
で
同
募
集
に
応
答
し
た
が
、
紙
幅
の
都
合
上
、

そ
の
内
容
の
全
文
掲
載
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
す
こ
と
と
し
た
い
。
同
募
集
に
関
す
る
さ
ら
な
る
詳
細
は
、
首
相
官
邸
「
第
１
回
　
デ
ジ
タ
ル
市

場
競
争
会
議
　
配
布
資
料
　
資
料
１
：
デ
ジ
タ
ル
市
場
の
ル
ー
ル
整
備
」
二
〇
一
九
年
一
〇
月
四
日
（http://w

w
w.kantei.go.jp/jp/singi/ 

digitalm
arket/kyosokaigi/dai1/siryou1.pdf

、
二
〇
一
九
年
一
一
月
一
二
日
最
終
閲
覧
）
左
上
赤
色
の
枠
内
の
第
四
点
目
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
18
）  

公
正
取
引
委
員
会
「
企
業
結
合
規
制
（
審
査
手
続
及
び
審
査
基
準
）
の
見
直
し
案
に
対
す
る
意
見
の
概
要
と
こ
れ
に
対
す
る
考
え
方
」
二
〇
一

一
年
六
月
二
一
日
（https://w

w
w.jftc.go.jp/houdou/m

erum
aga/backnum

ber/2011/20110621_files/11061404.pdf

、
二
〇
一
九
年
一

一
月
一
二
日
最
終
閲
覧
）、
二
六
頁
よ
り
引
用
。

（
19
）  

村
上
政
博
『
独
占
禁
止
法
』（
弘
文
堂
、
第
六
版
、
二
〇
一
四
年
）、
三
二
五
頁
、
三
三
一
頁
。

（
20
）  

中
島
・
前
掲
注
（
16
）、
八
〇
頁
よ
り
引
用
。

（
21
）  

同
右
、
八
〇
―
八
一
頁
に
は
、
同
記
載
内
容
は
、
通
常
の
企
業
結
合
規
制
に
お
け
る
因
果
関
係
の
判
断
に
関
す
る
記
載
と
は
別
に
、
破
綻
会
社

の
抗
弁
に
関
し
て
特
記
さ
れ
た
と
あ
る
。See also supra note 14, at footnote 110.

（
22
）  French Republic, supra note 15, at para. 116.

（
23
）  

例
え
ば
、
白
石
忠
志
『
独
占
禁
止
法
』（
有
斐
閣
、
第
三
版
、
二
〇
一
六
年
）、
一
〇
〇
―
一
〇
一
頁
、
同
「
平
成
30
年
度
企
業
結
合
事
例
集
の

検
討 

（
特
集 

最
近
の
企
業
結
合
規
制
の
動
向
）」
公
正
取
引
第
八
二
五
号
（
二
〇
一
九
年
）
一
三
頁
、
二
一
―
二
二
頁
、
池
田
千
鶴
「
企
業
結
合

審
査
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
改
正
の
評
価

︱
米
国
・
Ｅ
Ｕ
と
の
比
較 

（
特
集 
企
業
結
合
審
査
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
め
ぐ
っ
て
）」
公
正
取
引
第
六
七
九
巻

（
二
〇
〇
七
年
）
九
頁
、
一
六
頁
、
中
島
・
前
掲
注
（
16
）、
八
〇
頁
。

（
24
）  See e.g. M

arianela Lopez-G
aldos, Com

paring the U
S &
 the EU

 Failing Firm
 D
efense: Reflections from

 an Econom
ic Perspec-

tive, 28 L
oy. C

o
n
su
m
er L. R

ev. 297, 330 （2016

）.
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（
25
）  

こ
の
点
、
わ
が
国
の
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
１
第
三
文
に
「
従
来
か
ら
結
合
関
係
に
あ
っ
た
も
の
が
合
併
し
て
単
に
組
織
変
更
し
た
に
す
ぎ
な

い
場
合
な
ど
に
つ
い
て
は
、
市
場
に
お
け
る
競
争
へ
の
影
響
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
法
第
4
章
の
規
定
に
よ
り
禁
止
さ
れ
る
こ
と
は
、
ま
ず
想
定
し

難
い
」
等
、
因
果
関
係
あ
る
い
は
中
立
的
効
果
に
係
る
判
断
基
準
の
正
当
性
を
基
礎
付
け
る
と
も
解
し
得
る
文
言
が
あ
る
点
は
興
味
深
い
。

（
26
）  
な
お
、
本
項
１
、
２
、
３
の
基
準
は
元
来
そ
の
充
足
が
救
済
的
な
企
業
結
合
の
例
外
的
な
正
当
化
に
際
し
て
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
要
件
で
も

あ
っ
た
と
い
う
点
に
は
留
意
さ
れ
た
い
。
前
二
要
件
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
野
﨑
・
前
掲
注
（
3
）、
一
一
三
―
一
一
四
頁
、
残
り
一
つ

の
要
件
の
登
場
と
基
準
へ
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
同
論
文
、
一
一
三
―
一
一
七
頁
、
一
二
〇
―
一
二
二
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

See also D
irecto

rate-G
en
eral fo

r C
o
m
petitio

n 

（E
u
ro
pean C

o
m
m
issio

n

）, G
lo
ssary o

f T
erm

s U
sed in EU

 C
o
m
petitio

n P
o
licy 

A
n
titru

st an
d C

o
n
tro

l o
f C

o
n
cen

tratio
n
s 20, 40 -41 （2003

）.

（
27
）  

中
島
・
前
掲
注
（
16
）、
八
一
頁
よ
り
引
用
。

（
28
）  

な
お
、G. M

onti &
 Rousseva

（
一
九
九
九
）
は
、
破
綻
状
態
に
つ
き
具
体
的
な
定
義
を
試
み
て
い
る
。G

iorgio M
onti &

 Ekaterina 
Rousseva, Failing firm

s in the fram
ework of the EC M

erger Control Regulation, vol. 24, E
u
r. L

aw J. 38, 58 

（1999

）. 

だ
が
、
同

定
義
の
一
部
に
対
す
る
批
判
も
あ
る
。Cf. M

arianela Lopez-G
aldos, supra note 24, at pp. 308 -311.

（
29
）  See e.g. AEG

EAN
/ O
LYM

PIC II, supra note 15, at para. 686.

（
30
）  

遠
藤
・
前
掲
注
（
1
）、
二
二
九
頁
。

（
31
）  H

enrik Koivuniem
i, The Failing Firm

 D
efence in U

S and EU
 Com

petition Law‒A
 Com

parative and D
iachronic A

nalysis, 
U
niversity of Turku, 58 -77 

（2017

）.

な
お
、
本
論
文
は
筆
者
が
同
論
文
の
執
筆
者H

enrik Koivuniem
i

と
独
自
に
直
接
連
絡
を
と
り
本
人

の
了
承
を
得
た
う
え
で
Ｐ
Ｄ
Ｆ
形
式
に
て
落
手
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
32
）  

野
﨑
光
駿
「
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
と
因
果
関
係
の
判
断
基
準

︱
一
九
九
八
年
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
事
件
判
決
を
素
材
と
し
て

︱
」

法
学
政
治
学
論
究
第
一
一
九
号
（
二
〇
一
八
年
）
三
〇
九
頁
、
三
二
二
―
三
二
三
頁
。

（
33
）  

公
正
取
引
委
員
会
「（
平
成
30
年
度
：
事
例
7
）
㈱
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｎ
―

Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｔ
　
Ｈ
Ｏ
Ｌ
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｓ
に
よ
る
キ
ャ
ン
シ
ス
テ
ム
㈱
の
株
式
取
得
」

二
〇
一
九
年
六
月
一
九
日
（https://w

w
w.jftc.go.jp/dk/kiketsu/jirei/30nendo_files/h30jirei07.pdf

、
二
〇
一
九
年
一
一
月
一
二
日
最
終

閲
覧
）。
同
資
料
五
頁
脚
注
三
に
よ
る
と
、「
安
全
性
分
析
と
は
、
企
業
の
流
動
負
債
及
び
固
定
負
債
に
対
す
る
支
払
能
力
を
検
討
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
た
分
析
を
い
う
。」
と
さ
れ
て
い
る
。

（
34
）  

中
島
・
前
掲
注
（
16
）、
八
二
頁
。
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（
35
）  See e.g. Case N

o IV
/M
.53, Aerospatiale- Alenia/de H

avilland ﹇1991

﹈ OJ L 334/42, para. 31; 

泉
水
・
前
掲
注
（
1
）、
六
三
九
頁
。

See also Case CO
M
P/M
.5830, O

lym
pic/ Aegean Airlines ﹇2011

﹈ C 316 final, paras. 1991 -2070.
（
36
）  

平
林
英
勝
「
わ
が
国
に
お
け
る
企
業
結
合
規
制
の
進
展
と
課
題 

（
特
集 

企
業
結
合
規
制
の
再
検
討
）」
日
本
経
済
法
学
会
年
報
第
二
四
号
（
二

〇
〇
三
年
）
一
二
八
頁
、
一
五
八
頁
。

（
37
）  
中
島
・
前
掲
注
（
16
）、
八
一
頁
よ
り
引
用
。

（
38
）  
白
石
・
前
掲
注
（
23
）（
二
〇
一
六
年
）、
一
〇
二
頁
よ
り
引
用
。

（
39
）  See also O

lym
pic/ Aegean Airlines, supra note 35, at para. 2075 footnote 1368.

（
40
）  

こ
の
点
の
詳
細
は
、
笠
原
宏
『
Ｅ
Ｕ
競
争
法
』（
信
山
社
、
二
〇
一
六
年
）、
三
一
七
頁
以
降
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
41
）  

こ
の
点
の
詳
細
は
、
公
正
取
引
委
員
会
競
争
政
策
研
究
セ
ン
タ
ー
「
Ｅ
Ｕ
国
家
補
助
規
制
の
考
え
方
の
我
が
国
へ
の
応
用
に
つ
い
て
」CR03 -

13

（
二
〇
一
三
年
）
等
の
資
料
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
42
）  

中
島
・
前
掲
注
（
16
）、
八
三
頁
。

（
43
）  

泉
水
・
前
掲
注
（
1
）、
六
二
七
頁
、
六
四
七
頁
。
川
濵
昇
ほ
か
『
企
業
結
合
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
解
説
と
分
析
』（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
八
年
）

四
九
頁
﹇
川
濵
昇
執
筆
部
分
﹈。
ま
た
、
品
川
武
ほ
か
「
特
集 

事
業
再
生
研
究
機
構
公
開
会
員
解
説
会
・
東
京
三
弁
護
士
会
（
倒
産
法
部
）
合
同

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム 

倒
産
手
続
と
企
業
結
合
審
査
（
下
）﹇
第
二
部
﹈
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン 

倒
産
手
続
と
企
業
結
合
審
査
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
第
一
〇

五
三
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
六
頁
、
二
九
頁
﹇
品
川
武
発
言
部
分
﹈
に
は
、
有
望
な
買
い
手
と
し
て
、
例
え
ば
、
フ
ァ
ン
ド
が
考
え
ら
れ
る
と
す

る
。
同
理
解
は
、
一
定
の
取
引
分
野
に
お
け
る
競
争
関
係
に
あ
る
競
争
単
位
同
士
の
結
合
が
競
争
法
上
の
懸
念
発
生
の
主
な
原
因
と
な
る
と
い
う

一
般
的
理
解
と
合
致
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

（
44
）  

泉
水
文
雄
『
経
済
法
入
門
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
九
年
）、
六
〇
―
六
一
頁
。

（
45
）  

本
件
に
つ
い
て
は
前
掲
注
（
33
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
46
）  

こ
の
点
、
白
石
・
前
掲
注
（
23
）（
二
〇
一
九
年
）、
一
九
―
二
二
頁
に
は
、
わ
が
国
の
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
４
の
２
（
8
）
イ
柱
書
の
文
言

で
も
あ
る
独
占
禁
止
法
第
一
〇
条
一
項
の
「
に
よ
り
」
を
因
果
関
係
の
論
点
、「
こ
と
と
な
る
」
を
問
題
解
消
措
置
の
論
点
を
導
く
も
の
と
峻
別

し
、
本
件
は
、「
に
よ
り
」、
す
な
わ
ち
、
因
果
関
係
が
ま
ず
問
題
と
な
っ
た
事
例
で
あ
る
と
い
う
理
解
を
示
し
て
い
る
も
の
と
見
受
け
ら
れ
る
。

破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用
可
否
が
検
討
さ
れ
る
対
象
と
な
る
救
済
的
な
企
業
結
合
が
常
に
競
争
法
上
の
Ｌ
Ｒ
Ａ
性
を
具
備
す
る
と
は
限
ら
ず
、
ま
た
、

そ
の
よ
う
な
場
合
に
依
然
と
し
て
残
存
す
る
認
定
済
の
競
争
法
上
の
懸
念
、
競
争
を
実
質
的
に
制
限
す
る
「
こ
と
と
な
る
」
お
そ
れ
は
、
問
題
解
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消
措
置
に
よ
り
払
拭
し
、
回
復
す
べ
き
失
わ
れ
る
競
争
が
存
在
し
な
い
よ
う
処
理
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
同
氏
の
前
記
条
文
解
釈
は
こ
の
よ
う
な

理
論
構
成
に
基
づ
く
事
件
処
理
を
可
能
に
す
る
も
の
と
現
状
で
は
考
え
ら
れ
る
。

（
47
）  

中
島
・
前
掲
注
（
16
）、
八
一
頁
よ
り
引
用
。

（
48
）  
野
﨑
・
前
掲
注
（
3
）、
一
一
三
―
一
一
七
頁
、
一
二
〇
―
一
二
二
頁
。

（
49
）  
同
右
、
一
二
五
頁
よ
り
引
用
。

（
50
）  AEG

EAN
/ O
LYM

PIC II, supra note 15, at para. 830. 

中
島
・
前
掲
注
（
16
）、
八
一
頁
。

（
51
）  

野
﨑
・
前
掲
注
（
3
）、
一
二
五
―
一
二
七
頁
。

（
52
）  

同
右
、
一
二
〇
―
一
二
頁
。

（
53
）  

稗
貫
・
前
掲
注
（
8
）、
七
一
―
七
二
頁
。

（
54
）  See Lopez-G

aldos, supra note 24, at p. 312.

（
55
）  

野
﨑
・
前
掲
注
（
3
）、
一
一
九
―
一
二
〇
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
56
）  

山
根
裕
子
『
合
併
審
査 : 
米
欧
の
事
例
と
日
本
の
課
題
』（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
〇
二
年
）、
一
一
三
頁
脚
注
一
六
〇
よ
り
引
用
。
ま
た
、
林
・

前
掲
注
（
12
）、
五
四
八
頁
脚
注
三
〇
五
に
は
、
同
抗
弁
（
“exiting assets

” defense.

”）
が
、
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
上
、
破
綻
会
社
の
抗
弁
そ

の
要
件
を
緩
和
さ
せ
た
形
で
主
張
さ
れ
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。See O

lin Corp. v. FTC, 986 F.2d 1295, 1307 （9th Cir. 1993

）.

（
57
）  Koivuniem

i, supra note 31, at pp. 47 -50.

（
58
）  

野
﨑
・
前
掲
注
（
3
）、
一
二
二
―
一
二
四
頁
。

（
59
）  

「
効
果
的
な
競
争
」
と
い
う
邦
訳
の
妥
当
性
に
関
し
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
野
﨑
・
前
掲
注
（
32
）、
三
三
三
頁
脚
注
二
九
を
参
照
。
ま
た
、
こ

の
邦
訳
に
つ
い
て
同
様
の
理
解
を
示
す
主
な
文
献
と
し
て
、
例
え
ば
、
泉
水
・
前
掲
注
（
1
）、
六
四
二
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
60
）  AEG
EAN

/ O
LYM

PIC II, supra note 15, at p. 168, 11.

（
61
）  See e.g. O

liver Bretz et al., A
 N
ew A

pproach to the Failing Firm
 D
efence? The N

ynas/Shell H
arburg m

erger, vol. 35, issue 
10, E.C.L.R. 480, 482 -486 

（2014

）. 

ま
た
、
深
町
正
徳
「
平
成
30
年
度
に
お
け
る
企
業
結
合
関
係
届
出
の
状
況
及
び
主
要
な
企
業
結
合
事
例 

（
特
集 

最
近
の
企
業
結
合
規
制
の
動
向
）」
公
正
取
引
第
八
二
五
号
（
二
〇
一
九
年
）
四
頁
、
一
〇
―
一
二
頁
も
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、

同
分
析
は
、
泉
水
・
前
掲
注
（
44
）、
六
〇
頁
の
「but-for

テ
ス
ト
」
と
同
様
の
も
の
と
解
さ
れ
る
。

（
62
）  E

zrach
i, supra note 15, at p. 416.
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（
63
）  BASF, supra note 9, at paras. 157 -162.

（
64
）  AEG

EAN
/ O
LYM

PIC II, supra note 15, at paras. 834 -839.
（
65
）  

根
岸
哲
＝
舟
田
正
之
『
独
占
禁
止
法
概
説
』（
有
斐
閣
、
第
五
版
、
二
〇
一
五
年
）、
二
六
頁
。

（
66
）  
詳
細
は
、
野
﨑
・
前
掲
注
（
32
）、
三
一
三
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
67
）  
同
右
、
同
頁
よ
り
引
用
。

（
68
）  French Republic, supra note 15, at para. 116.

（
69
）  

ま
た
、
二
〇
〇
一
年
Ｂ
Ａ
Ｓ
Ｆ
事
件
決
定
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
四
九
―
一
五
二
で
は
、
当
時
の
欧
州
委
員
会
が
破
綻
状
態
に
あ
る
事
業
者
の
有
し
て

い
た
全
て
の
市
場
シ
ェ
ア
の
吸
収
に
つ
い
て
一
九
九
八
年
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
事
件
判
決
の
示
し
た
考
え
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
、
い
か
な
る
競

争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
そ
の
運
用
を
行
っ
て
い
く
か
に
つ
き
不
透
明
な
状
態
に
あ
っ
た
た
め
、
欧
州
委
員
会
と
救
済
的
な
企
業
結
合
を
希
望

し
て
い
た
当
事
者
ら
の
間
で
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
同
議
論
は
、
さ
し
あ
た
り
、
野
﨑
・
前
掲
注
（
3
）、
一
二
五
―
一
二
七
頁
を
参
照
さ
れ

た
い
。See also BASF, supra note 9, at paras. 149 -152.

（
70
）  See e.g. D

irecto
rate-G

en
eral fo

r C
o
m
petitio

n （E
u
ro
pean C

o
m
m
issio

n

）, supra note 26, at pp. 40 -41.

（
71
）  

野
﨑
・
前
掲
注
（
32
）、
三
一
九
―
三
二
〇
頁
。
な
お
、
泉
水
（
一
九
九
九
）
も
、
当
時
、
わ
が
国
に
お
け
る
独
占
禁
止
法
に
係
る
破
綻
会
社

の
抗
弁
の
適
用
等
に
際
し
、
当
時
は
要
件
で
あ
っ
た
本
考
慮
要
素
の
斟
酌
が
違
法
性
判
断
に
有
益
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。
泉
水
・

前
掲
注
（
1
）、
六
四
七
頁
。

（
72
）  

例
え
ば
、
二
〇
一
三
年AEG

EAN
/ O
LYM

PIC II

事
件
決
定
で
は
、
追
加
的
考
慮
（Additional considerations

）
と
し
て
、（
準
）
複
占

を
構
成
し
て
い
た
事
業
者
ら
が
単
一
の
結
合
体
と
な
り
独
占
を
形
成
し
、
か
か
る
状
況
下
で
新
規
参
入
も
見
込
む
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
場
合

に
行
わ
れ
る
企
業
結
合
に
対
す
る
規
制
に
際
し
て
、
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
つ
き
記
載
さ
れ
た
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
パ
ラ
グ
ラ
フ
九
〇

脚
注
一
一
一
の
明
文
と
似
通
っ
た
表
現
を
用
い
な
が
ら
、（
準
）
複
占
を
構
成
し
て
い
た
事
業
者
ら
が
単
一
の
結
合
体
と
な
り
独
占
を
形
成
す
る

こ
と
と
な
る
企
業
結
合
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
破
綻
状
態
に
あ
る
事
業
者
が
保
有
し
て
い
る
資
産
の
流
出
が
特
に
危
惧
さ
れ
る
こ
と
が
先
例
の

示
す
理
解
で
あ
る
と
し
て
い
る
。AEG

EAN
/ O
LYM

PIC II, supra note 15, at para. 830. 

な
お
、
中
島
・
前
掲
注
（
16
）、
八
一
頁
も
同
旨

と
解
さ
れ
る
。

（
73
）  

同
蓋
然
性
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
根
岸
＝
舟
田
・
前
掲
注
（
65
）、
九
九
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
74
）  

「
誠
実
な
努
力
」
と
い
う
邦
語
を
用
い
る
妥
当
性
を
支
え
る
先
行
研
究
の
主
な
例
と
し
て
、
服
部
・
前
掲
注
（
1
）（
第
四
五
七
号
）、
六
六
頁
、
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な
ら
び
に
、
泉
水
・
前
掲
注
（
1
）、
六
二
二
頁
、
六
三
七
頁
脚
注
三
八
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
75
）  See e.g. O

lym
pic/ A

egean A
irlines, supra note 35, at para. 2074. See also Case IV

/M
.993, Bertelsm

ann/Kirch/Prem
iere 

﹇1998

﹈ C 1439 final, para. 75.
（
76
）  Supra note 14, at para. 91.

（
77
）  See e.g. O

lym
pic/ Aegean Airlines, supra note 35, at paras. 1987 -1988.

（
78
）  
例
え
ば
、
南
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
事
業
者
に
よ
る
当
該
破
綻
会
社
の
買
収
が
見
込
め
な
い
旨
を
欧
州
委
員
会
主
導
の
買
収
打
診
が
失
敗
に
終

わ
っ
た
と
い
う
事
実
を
理
由
と
し
て
認
め
た
と
い
う
先
例
が
あ
る
。BASF, supra note 9, at paras. 147 -148.

（
79
）  

こ
の
点
、
品
川
ほ
か
・
前
掲
注
（
43
）、
三
一
頁
﹇
小
畑
英
一
発
言
部
分
﹈
に
は
、「
事
前
相
談
の
重
要
性
に
つ
い
て
の
認
識
は
共
有
で
き
る
…

（
筆
者
中
略
）
…
ス
ポ
ン
サ
ー
選
定
過
程
に
お
け
る
連
携
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
共
通
認
識
を
持
て
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
」
と
あ
り
、
非
常

に
示
唆
に
富
む
。

（
80
）  

こ
の
点
、
本
稿
が
提
起
し
た
議
論
の
趨
勢
次
第
で
は
、
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
パ
ラ
グ
ラ
フ
八
九
の
「m

ay

」
の
文
言
に
「
例
外
性
」
な
る
含
意

を
見
出
す
こ
と
で
、
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用
に
よ
る
企
業
結
合
の
例
外
的
な
正
当
化
に
関
す
る
例
外
性
を
検
討
す
べ
き
と
す
る
解
釈

も
導
き
得
よ
う
。

（
81
）  

米
国
に
お
け
る
破
綻
会
社
の
抗
弁
の
萌
芽
と
一
般
的
に
理
解
さ
れ
て
い
るInternational Shoe Co. v. FTC

事
件
連
邦
最
高
裁
判
決
（Inter-

national Shoe Co. v. FTC, 280 U.S. 291 （1930

））
も
大
不
況
の
只
中
に
な
さ
れ
た
判
決
と
す
る
見
解
に
つ
き
、
泉
水
・
前
掲
注
（
1
）、
六

一
九
頁
。
土
佐
和
生
「「
独
占
禁
止
法
五
〇
年
」
平
成
九
年
度
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
記
録
」
日
本
経
済
法
学
会
年
報
第
一
九
号
（
一
九
九
八
年
）
一

三
九
頁
、
一
四
二
―
一
四
三
頁
﹇
鈴
木
加
人
発
言
部
分
﹈。
た
だ
、
泉
水
・
前
掲
注
（
1
）、
六
二
〇
頁
が
同
「
判
決
は
、
破
綻
会
社
の
抗
弁
を
用

い
て
は
な
く
」
と
す
る
点
は
留
意
さ
れ
た
い
。

（
82
）  

泉
水
・
前
掲
注
（
1
）、
六
一
八
頁
。
山
根
・
前
掲
注
（
56
）、
一
九
八
頁
。

（
83
）  BASF, supra note 9, at para. 163.

（
84
）  AEG

EAN
/ O
LYM

PIC II, supra note 15, at para. 833.

（
85
）  

ち
な
み
に
、
明
確
に
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
が
問
題
と
な
っ
た
か
否
か
は
明
ら
か
で
は
な
く
、
む
し
ろ
退
出
資
産
の
抗
弁
が
問
題
と

な
っ
た
と
も
解
し
得
る
と
さ
れ
る
二
〇
一
三
年N

ynas

事
件
決
定
に
お
い
て
は
、
懸
念
す
べ
き
規
模
の
商
品
価
格
上
昇
を
防
ぐ
た
め
の
手
段
と

し
て
例
外
的
に
企
業
結
合
が
正
当
化
さ
れ
る
旨
が
示
さ
れ
て
い
た
。N

ynas, supra note 9, at paras. 386, 497; see also Koivuniem
i, supra 
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note 31, at pp. 47 -50; cf. Bretz et al., supra note 61, at pp. 482 -486.

（
86
）  See Lopez-G

aldos, supra note 24, at p. 329.
（
87
）  See e.g. G

iorgio M
onti, M

erger defences: efficiencies, failing firm
s and industrial policy, in EC C

o
m
petitio

n L
aw: A C

ritical 
A
ssessm

en
t 509, 541 （G

uiliano Am
ato &

 Claus D
ieter Ehlerm

ann eds., 2007

）.
（
88
）  
例
え
ば
、
泉
水
・
前
掲
注
（
1
）、
六
三
七
頁
脚
注
三
八
に
も
示
さ
れ
たW

illiam
 F. Shughart, II &

 Robert D. Tollison, The W
elfare 

Basis of the "Failing Com
pany" D

octrine, 30 A
n
titru

st B
u
ll. 357, 361 -363 

（1985

）
は
誠
実
な
努
力
の
調
査
に
つ
き
資
源
の
浪
費
を

招
く
お
そ
れ
を
指
摘
す
る
。

（
89
）  H

erbert H
o
v
en
kam

p, F
ed
eral A

n
titru

st P
o
licy, T

h
e L
aw o

f C
o
m
petitio

n an
d Its P

ractice 740 （5th ed. 2016

）.

（
90
）  Ioannis Kokkoris, Failing Firm

 D
efence in the European U

nion. A
 Panacea for M

ergers? , vol. 27, issue 9, E. C. L. R. 494, 
509 

（2006

）.

ま
た
、G. M

onti

は
、
因
果
関
係
の
判
断
の
み
に
終
始
す
る
の
で
あ
れ
ば
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
の
た
め
の
特
別
な
判
断

枠
組
を
用
意
す
る
実
益
は
な
く
、
立
法
を
前
提
に
、
同
判
断
に
際
し
て
外
在
的
考
慮
を
盛
り
込
む
こ
と
に
こ
そ
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
特

有
の
存
在
意
義
を
見
出
し
得
る
と
す
る
。G. M

onti, supra note 87, at pp. 539 -541.

（
91
）  

庄
司
克
宏
『
新
Ｅ
Ｕ
法 

政
策
篇
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
）、
二
〇
四
頁
。
例
え
ば
、
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
第
八
条
は
男
女
平
等
を
、
同
第
一

〇
条
は
様
々
な
原
因
に
基
づ
く
差
別
の
根
絶
を
志
向
す
る
。

（
92
）  See e.g. Conor Talbot, O
rdoliberalism

 and Balancing Com
petition G

oals in the D
evelopm

ent of the European U
nion, 61. 2 

A
n
titru

st B
u
ll. 264 （2016

）.

（
93
）  See e.g. O

keoghene O
dudu, The wider concerns of com

petition law, vol. 30, issue 3, O. J. L. S. 599, 607 （2010

）.

（
94
）  See e.g. C
h
risto

ph
er T

o
w
n
ley, A

rticle 81 EC an
d P

u
blic P

o
licy 50 -54 （2009

）.

（
95
）  A

liso
n Jo

n
es &
 B
ren

da S
u
frin, EU

 C
o
m
petitio

n L
aw: T

ext, C
ases, an

d M
aterials 34 （6th ed. 2016

）.

（
96
）  Id.; see e.g. O

keo
g
h
en
e O

d
u
d
u, T

h
e B

o
u
n
d
a
ries o

f EC C
o
m
petitio

n L
aw: T

h
e S

co
pe o

f A
rticle 81 170 

（2006

）; see also  
Lopez-G

aldos, supra note 24, at pp. 327 -330.

（
97
）  

金
井
貴
嗣
ほ
か
編
著
『
独
占
禁
止
法
』（
弘
文
堂
、
第
五
版
、
二
〇
一
五
年
）、
二
三
二
―
二
三
三
頁
﹇
武
田
邦
宣
執
筆
部
分
﹈
よ
り
引
用
。

（
98
）  See e.g. G. M

onti, supra note 87, at pp. 540 -542.

（
99
）  

公
正
取
引
委
員
会
「
企
業
結
合
規
制
（
審
査
手
続
及
び
審
査
基
準
）
の
見
直
し
案
に
対
す
る
意
見
の
概
要
と
こ
れ
に
対
す
る
考
え
方
」
二
〇
一
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一
年
六
月
二
一
日
（https://w

w
w.jftc.go.jp/houdou/m

erum
aga/backnum

ber/2011/20110621_files/11061404.pdf

、
二
〇
一
九
年
一

一
月
一
二
日
最
終
閲
覧
）、
二
五
頁
に
は
「
大
幅
な
雇
用
調
整
を
実
施
し
て
お
り
、
現
状
の
雇
用
確
保
を
継
続
的
に
行
う
こ
と
が
困
難
と
な
っ
て

い
る
場
合
は
、
当
該
企
業
が
市
場
か
ら
退
出
す
る
蓋
然
性
が
高
い
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
あ
り
、
過
去
の
公
正
取
引

委
員
会
の
見
解
と
し
て
、
あ
く
ま
で
破
綻
状
態
を
認
定
す
る
た
め
の
間
接
事
実
と
し
て
雇
用
の
確
保
に
関
す
る
事
情
が
評
価
さ
れ
た
と
い
う
点
は

注
目
に
値
し
得
よ
う
。

（
100
）  
鈴
木
・
前
掲
注
（
1
）、
五
八
頁
。
泉
水
・
前
掲
注
（
1
）、
六
三
三
頁
。
山
根
・
前
掲
注
（
56
）、
一
九
六
―
一
九
八
頁
。
滝
川
敏
明
『
日
米

Ｅ
Ｕ
の
独
禁
法
と
競
争
政
策
』（
青
林
書
院
、
第
四
版
、
二
〇
一
〇
年
）、
一
六
六
頁
。

（
101
）  

根
岸
＝
舟
田
・
前
掲
注
（
65
）、
二
五
頁
よ
り
引
用
。
同
基
準
の
内
容
は
、
同
書
、
二
五
―
二
七
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
102
）  

鈴
木
・
前
掲
注
（
1
）、
六
八
頁
よ
り
引
用
。

（
103
）  

わ
が
国
の
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
4
の
2
（
8
）
ア
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
104
）  

同
右
第
４
の
２
（
8
）
イ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
105
）  

同
右
第
４
の
３
（
4
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
106
）  

単
独
効
果
に
つ
き
同
右
第
５
の
２
（
１
）
イ
、
協
調
効
果
に
つ
き
同
（
２
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
107
）  

大
久
保
直
樹
ほ
か
編
著
『
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
経
済
法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
五
年
）、
一
二
頁
。

（
108
）  

野
﨑
・
前
掲
注
（
32
）、
三
二
四
―
三
二
五
頁
。

（
109
）  

わ
が
国
の
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
４
の
２
（
８
）
イ
柱
書
よ
り
引
用
。

（
110
）  

な
お
、
同
部
分
の
表
記
に
は
疑
義
が
呈
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
池
田
千
鶴
「
企
業
結
合
審
査
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
改
正
の
評
価--

米
国
・
Ｅ

Ｕ
と
の
比
較 

（
特
集 

企
業
結
合
審
査
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
め
ぐ
っ
て
）」
公
正
取
引
第
六
七
九
号
（
二
〇
〇
七
年
）
九
頁
、
一
八
頁
脚
注
四
一
を
参

照
さ
れ
た
い
。

（
111
）  See also U. S. D

ep

’t of Justice &
 Fed. Trade Com

m

’n, H
orizontal M

erger G
uidelines, 31 （

“Efficiencies alm
ost never justify a 

m
erger to m

onopoly or near-m
onopoly

”） （2010

）, available at, https://w
w
w.ftc.gov/sites/default/files/attachm

ents/m
erger-

review
/100819hm

g.pdf （last visited, N
ov. 12, 2019

）.

（
112
）  N

ynas, supra note 9, at para. 478.

（
113
）  

泉
水
・
前
掲
注
（
1
）、
六
一
八
頁
、
六
四
〇
―
六
四
四
頁
。
山
根
・
前
掲
注
（
56
）、
一
九
六
頁
。
野
﨑
・
前
掲
注
（
32
）、
三
一
四
―
三
一
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六
頁
。

（
114
）  

Ｈ
Ｈ
Ｉ
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
、
Ｎ
Ｅ
Ｒ
Ａ
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
編
・
前
掲
注
（
5
）、
六
二
―
七
〇
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
115
）  

小
田
切
宏
之
『
競
争
政
策
論 : 

独
占
禁
止
法
事
例
と
と
も
に
学
ぶ
産
業
組
織
論
』（
日
本
評
論
社
、
第
二
版
、
二
〇
一
七
年
）、
一
〇
五
頁
よ
り

引
用
。

（
116
）  
わ
が
国
の
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
末
尾
に
あ
る
企
業
結
合
審
査
の
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
を
参
照
。

（
117
）  
服
部
・
前
掲
注
（
1
）（
二
〇
〇
六
年
）、
一
九
四
―
一
九
五
頁
。

（
118
）  See e.g. Kyle D

iG
angi, Cutting the Financial Fat from

 the Failing Firm
 D
efense: Refocusing the Failing Firm

 D
efense on A

n-
titrust Law, 86 S

t. Jo
h
n

’s L. R
ev. 277 （2012

）.

（
119
）  

わ
が
国
の
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
書
き
ぶ
り
と
先
例
に
照
ら
す
と
、
同
考
慮
要
素
に
関
し
て
は
、
違
法
性
の
不
存
在
の
認
定
へ
と
向
か
う
経
営

状
況
の
考
慮
に
際
し
て
行
わ
れ
る
違
法
性
判
断
と
は
対
照
的
に
、
違
法
性
の
存
在
の
認
定
へ
と
向
か
う
違
法
性
判
断
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
も
思
わ

れ
る
が
、
詳
細
な
検
討
は
他
日
を
期
す
こ
と
と
し
た
い
。
こ
の
点
に
関
連
す
る
と
思
料
さ
れ
る
見
解
に
、
例
え
ば
、
品
川
武
「
基
調
講
演 

独
占

禁
止
法
に
お
け
る
企
業
結
合
審
査
に
つ
い
て 

（
特
集 

事
業
再
生
研
究
機
構
公
開
会
員
解
説
会
・
東
京
三
弁
護
士
会
（
倒
産
法
部
）
合
同
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム 

倒
産
手
続
と
企
業
結
合
審
査
（
上
））」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
第
一
〇
五
二
号
（
二
〇
一
五
年
）
五
頁
、
二
〇
頁
﹇
品
川
武
発
言
部
分
﹈
が
あ
る
。

（
120
）  

例
え
ば
、
川
濵
ほ
か
・
前
掲
注
（
43
）、
一
八
六
頁
脚
注
三
九
﹇
泉
水
文
雄
執
筆
部
分
﹈。
ま
た
、
効
率
性
の
抗
弁
の
文
脈
で
は
あ
る
が
、
林
・

前
掲
注
（
12
）、
一
七
五
―
一
七
六
頁
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
121
）  

公
正
取
引
委
員
会
・
前
掲
注
（
33
）、
五
―
六
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
同
事
件
で
は
当
事
者
が
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用
に
失
敗
し
た
と
思
料
さ

れ
る
た
め
、
例
外
性
の
程
度
問
題
は
不
明
だ
が
、
仮
に
例
外
性
を
も
同
抗
弁
適
用
の
要
件
と
す
る
考
え
方
が
採
ら
れ
る
よ
う
な
場
合
、
事
件
ご
と

に
例
外
的
な
正
当
化
に
値
す
る
特
殊
事
情
の
有
無
に
つ
き
規
制
当
局
側
が
任
意
の
事
前
相
談
の
時
点
に
お
い
て
ま
ず
確
認
す
る
と
い
う
運
用
も
想

定
し
得
よ
う
。
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野
﨑　

光
駿
（
の
ざ
き
　
み
つ
と
し
）

所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

専
攻
領
域
　
　
競
争
法

主
要
著
作
　
　  「
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
と
因
果
関
係
の
判
断
基
準

︱
一
九
九
八
年
フ
ラ

ン
ス
共
和
国
事
件
判
決
を
素
材
と
し
て

︱
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
一
一
九
号

（
二
〇
一
八
年
）

　
　
　
　
　
　  「
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
と
資
産
の
不
可
避
的
な
流
出
に
対
す
る
一
考
察
」

『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
一
二
一
号
（
二
〇
一
九
年
）

　
　
　
　
　
　  「
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
関
す
る
規
制
の
現
状
と
課
題
に
対
す
る
一
考

察
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
一
二
三
号
（
二
〇
一
九
年
）


